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Ⅰ 会社分割における会計処理 

はじめに 

1. 企業組織の再編を円滑に行うための法整備の一環として、ある会社の営業の全部又

は一部を会社分割により新設する会社に承継させる「新設分割」の制度及び既に存在

する他の会社に承継させる「吸収分割」の制度（以下「会社分割制度」という。）が

「商法等の一部を改正する法律」（平成12年法律第90号。平成12年５月24日成立、同

月31日公布。）において創設され、平成13年４月１日から施行されることとなった（同

法附則第１条、商法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令（平成12年政令

第546号））。 

会社分割の会計処理は、合併、企業買収、営業譲受及び株式交換・移転等に係る企

業結合会計並びに営業を分離する局面における企業分割会計として、経済的実態に即

した統一的な会計基準として規定されるべきであると考えられるが、我が国では現在

のところ、経済的実態に即した統一的かつ合理的な企業結合・分割に関する会計基準

は設定されていない。 

2. 企業結合に係る会計処理は、我が国の会計慣行では連結会計と合併会計に二分され

る。このうち連結会計については、平成９年６月の「連結財務諸表原則」（以下「連

結原則」という。）の改訂により、取得の対価として株式を交付する場合を除き、ほ

ぼ国際的な会計基準と同程度のものが整備された。また、取得の対価として株式を用

いるものについても株式交換・移転の制度を利用して完全親子会社関係を創設する場

合の資本連結手続については、平成12年８月に会計制度委員会研究報告第６号「株式

交換及び株式移転制度を利用して完全親子会社関係を創設する場合の資本連結手続」

を公表した。一方、合併会計については、商法の時価以下主義のもとに会計慣行とし

て多様な会計処理が認められている。 

改正法は会社分割制度として、分割に際して営業を承継する会社が発行する株式を

分割会社に割り当てる「分社型」（物的分割）と、当該株式を分割会社の株主に割り

当てる「分割型」（人的分割）とを一括して規定している（第15項、第16項参照）。改

正法以前は、会社分割について商法の規定がなく、会社の「分割」は、現物出資（商

法第168条第１項第５号）、財産引受(商法第168条第１項第６号)、事後設立（商法第

246条）等による会社の設立か、他の会社への現物出資（商法第280条の２第１項第３

号）、営業の一部譲渡（商法第245条）等の方法を用いて、分社型の分割と同一効果を

有する「事実上の分割」が行われていた。しかし、分割会社の株主に株式を割り当て

る「分割型」（人的分割）は、今回の改正によって認められることになった制度で、

従来我が国になかった概念である。したがって、会社分割に係る会計処理については

確立した会計基準が存在していない。 

このような状況から、企業結合・分割全般に係る会計基準の設定が必要になるので

あるが、それが設定されるまでの間、会社分割制度を利用して、ある会社の営業の全
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部又は一部を分離した場合の分割会社における会計処理及び他の会社から営業を承

継した場合の新設会社又は承継会社における会計処理並びに分割により新設会社又

は承継会社の株式の割当てを受けた場合の分割会社の株主における会計処理を具体

的に提示することが求められている。このため、企業結合・分割のうち、商法第373

条以下に定める手続によって会社分割が行われた場合の会計処理を本研究報告とし

て取りまとめることとした。 

 

本研究報告の性格 

3. 本研究報告は、当協会の会員の業務の参考に資するものである。したがって、会員

は被監査会社の会計処理の妥当性を判断するに際して、本研究報告によることも、ま

た適切と考える他の会計処理方法があれば当該処理方法によることもできる。なお、

本研究報告による場合には、部分的に適用することは適切ではない。 

 

現行の合併会計との整合性 

4. 共同新設分割や吸収分割は、合併と同様の経済効果を有するため、本来、その会計

処理は、合併の会計処理と整合的でなければならない。しかしながら、合併の会計実

務においては、本研究報告の考え方と異なる会計処理が実務慣行として広く定着して

いる。このため、企業結合に係る会計基準が設定されるまでの間、共同新設分割や吸

収分割については、本研究報告による会計処理方法の他に、合併の実務慣行に準じた

会計処理方法によることもできる。 

 

会社分割に係る定義 

5. 「企業結合」とは、ある会社が他の会社の純資産や経営に対する支配を獲得するか

又はある会社と他の会社が合体して両社に対する持分を結合する結果、独立した会社

同士が一体となって一つの経済企業体となることをいう。企業結合の具体例には合併、

企業買収、営業譲受、株式交換・移転等がある。 

この「独立した会社」とは、支配・被支配の関係又は共通の支配下の関係にない会

社をいう。ここにいう支配とは、企業活動から便益を得るために、その企業の財務及

び経営方針を左右する力をいい、支配関係の判定は実質支配力基準（株主が個人であ

る場合を含む。以下同じ。）による。ただし、分割後においても連結財務諸表を作成

する必要のない会社で、かつ、これによりがたい場合には、持株基準によることがで

きる。 

6. 「取得」とは、ある会社（取得会社）が他の会社（被取得会社）の純資産や経営に

対する支配を獲得する企業結合をいい、具体的には、結合当事会社のうち、いずれか

の会社について取得会社を識別できるものをいう。ここで、会社分割を対象とする本

研究報告において、「取得」とは、承継会社が分割会社の営業の全部又は一部に対す

る支配を獲得する結果、承継会社を取得会社と判定できる場合をいう。 
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7. 「逆取得」とは、ある会社が他の会社の純資産や営業の所有権を法形式上獲得した

ものの、当該他の会社が結合後会社を実質的に支配する企業結合をいう。ここで、会

社分割を対象とする本研究報告において、「逆取得」とは、承継会社が分割会社の営

業の全部又は一部を承継したものの、分割会社が分割後の承継会社を支配する結果、

分割会社が取得会社と判定できる場合をいう。 

8. 「持分の結合」とは、ある結合前会社の株主と他の結合前会社の株主が、それぞれ

の結合前会社の純資産及び経営のすべて（又は事実上すべて）に対する支配を結合し、

結合後会社のリスクと便益を継続的に共同して負担及び享受（以下、共同して負担及

び享受することを「共有」という。）する場合であって、かつ、結合前会社のいずれ

かが取得会社か識別できない企業結合をいう。 

9. 「企業分割」とは、ある会社がその純資産や営業の全部又は一部を切り離して他の

会社に移転することによって、一つの会社を二以上の経済的実体に分離することをい

う。企業分割の具体例には現物出資、営業譲渡、会社分割等がある。 

10. 「新設分割」とは、商法第373条以下に定める手続により、ある会社がその営業の

全部又は一部を、当該分割手続により新たに設立する会社に移転することをいう。こ

の新設会社が分割に際して発行する株式を交付する相手先の別により分社型、分割型

及び折衷型（一部分割型）がある。なお、複数の会社が共同して新設分割を行うこと

（共同新設分割）も可能である。 

11. 「吸収分割」とは商法第374条の16以下に定める手続により、ある会社がその営業

の全部又は一部を、既存の会社（承継会社）に移転することをいう。承継会社が分割

に際して発行する株式の交付する相手先の別により分社型、分割型及び折衷型（一部

分割型）がある。また、承継会社は吸収分割に際して行う新株の発行に代えて、その

会社が有する自己の株式を分割会社又はその株主に移転することができる（商法第

374条の19）。 

12. 「分割会社」とは、新設分割又は吸収分割の手続により、その営業の全部又は一部

を他の会社へ移転する会社をいう。 

13. 「新設会社」とは、新設分割の手続により、分割会社の営業の全部又は一部を承継

する会社をいう。 

14. 「承継会社」とは、吸収分割の手続により、分割会社の営業の全部又は一部を承継

する会社をいう（以下、特に断らない限り、新設会社と承継会社のいずれも、営業を

承継する会社という意味で承継会社という。）。 

15. 「分社型」とは、会社分割において承継会社が、分割に際して発行する株式の総数

を分割会社に対して割り当てる場合をいい、物的分割ともいわれる。 

16. 「分割型」とは、会社分割において承継会社が、分割に際して発行する株式の総数

を分割会社の株主に対して割り当てる場合をいい、人的分割ともいわれる。分割型の

定義については、分割に際して発行する株式の一部を分割会社の株主に対して割り当

てる場合とすることもあるが、本研究報告においては説明の便宜上「総数」としてい



- 4 - 

る。 

17. 「折衷型（一部分割）」とは、会社分割において承継会社が、分割に際して発行す

る株式を分割会社及びその株主の双方に割り当てる場合をいう。 

18. 「按分型」とは、分割型の会社分割において承継会社が分割に際して発行する株式

を、分割会社の株主に対して、その保有する株式数の割合に応じて割り当てる場合を

いう。本研究報告においては、特に断らない限り、この按分型の分割を指すものとす

る。 

19. 「非按分型」とは、分割型の会社分割において承継会社が分割に際して発行する株

式を、分割会社の株主に対して、その保有する株式数の割合とは異なる割合で割り当

てる場合をいう。本研究報告においては、この非按分型を例外として取り扱うことと

する。 

20. 「売買処理法」とは、会社分割により移転する資産及び負債が売買されたものとし

て会計処理を行う方法であり、会社分割が「取得」と判定される場合に適用される。

この方法によると、原則として、承継会社は分割日に取得した資産及び負債を投資原

価（取得の対価と取得の費用の合計）により評価し、承継会社が分割前に有していた

資産及び負債については従来の支配が継続しているため、帳簿価額を維持する。 

21. 「簿価引継法」とは、会社分割において、それぞれの結合当事会社の支配が継続し

ているため、各会社が保有する資産及び負債を、帳簿価額で結合する方法である。 

22. 「自己株式交付差損」とは、承継会社が、分割新株の発行に代えて保有する自己株

式を分割会社又はその株主に交付する場合（この場合に交付される自己株式を「代用

自己株式」という。以下同じ。）に生じる損失をいう。 

23. 「営業移転損益」とは、分割会社が分割により営業の全部又は一部を移転すること

に伴い計上する損益をいう。 

売買処理法が適用される場合は、分割会社又はその株主に交付される株式及びその

他の資産の公正な評価額と分割により移転する資産及び負債の帳簿価額との差額と

なる。 

簿価引継法が適用される場合は、原則として営業移転損益は認識されない。ただし、

分割により移転する営業を構成する純資産の公正な評価額がその簿価純資産額を著

しく下回るときには、商法上の要請により営業移転に伴う評価減が計上される。 

24. 「株主分割損益」とは、売買処理法が適用される分割型の会社分割において、分割

会社の支配株主が、分割後の承継会社の支配株主ではなくなる場合に計上される、分

割新株及びその他の資産を受領することに伴う損益をいう。分割会社の株主が保有す

る分割会社株式の帳簿価額の一部は、分割により承継会社株式の帳簿価額へ付替計算

がなされる。この付替計算後の承継会社株式の帳簿価額と分割により交付された承継

会社の株式及びその他の資産の公正な評価額との差額が、株主分割損益となる。 

25. 「分割日」とは、分割をするために必要な法定の手続で分割の登記以外のものをす

べて終了する予定日を意味し、分割をなすべき時期として分割計画書又は分割契約書
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に記載された日をいう。 

 

会社分割の類型と企業結合 

会社分割の類型 

26. 商法における会社分割では、分割会社の営業の全部又は一部を新設会社に移転する

「新設分割」、及び既存会社に移転する「吸収分割」の制度が設けられている。これ

を承継会社（新設会社又は既存会社）からみれば、会社分割により他の会社の営業の

全部又は一部を承継することになる。新設分割には、分割会社が単独で新設会社を設

立する単独新設分割のほかに、複数の会社が承継会社を共同して設立する「共同新設

分割」がある。なお、吸収分割の場合も同様に、複数の会社が共同で営業を承継会社

に移転することも可能であるが、経済的効果としては通常の吸収分割と異なるところ

はない。 

また、分割には、分割により営業の移転先の会社が新設会社か、又は既存の会社か

の区分のほかに、分割に伴う対価（承継会社が新たに発行する株式）を分割会社に交

付する「分社型（物的分割）」と、それを分割会社の株主に交付する「分割型（人的

分割）」とがあり、これらの「折衷型」もある。 

さらに、分割型の会社分割には、承継会社が分割に際して発行する株式を、分割会

社の株主の保有割合に応じて割り当てる「按分型」と、それとは異なる割合で割り当

てる「非按分型」とがある。 

27. 会社分割の基本的な類型の組合せを図で示すと、以下のとおりとなる。 
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新設分割 

≪分割前≫ 

 

 

 

 株主 

 ① ② ③ 

 

 

 

 分割会社 

 

 分割部門 

 

≪分割後≫ 

 分社型の新設分割 分割型の新設分割 

 

 

 株主 

 ① ② ③ 

 

 

 

 分割会社 

 

 

 

 新設会社 

  

 

 株主 

 ① ② ③ 

 

 

 

 分割会社 新設会社 

 

 

 折衷型（一部分割）の新設分割 非按分型の新設分割 

 

 

 株主 

 ① ② ③ 

 

 

 

 分割会社 新設会社 

 

 

 

 

  

 

 株主 株主 

 ① ② ③ 

 

 

 

 分割会社 新設会社 
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吸収分割 

≪分割前≫ 

 

 

 

 株主 株主 

 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

 

 

 

 分割会社 承継会社 

 

 分割部門 

 

≪分割後≫ 

 分社型の吸収分割 分割型の吸収分割 

 

 

 株主 株主 

 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

 

 

 

 分割会社 

 

 承継会社 

 

  

 

 株主 株主 

 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

 

 

 

 分割会社 

 

 承継会社 

 

 折衷型（一部分割）の吸収分割 非按分型の吸収分割 

 

 

 株主 株主 

 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

 

 

 

 分割会社 

 

 承継会社 

 

  

 

 株主 株主 

 ② ③ ①④⑤⑥ 

 

 

 

 分割会社 

 

 承継会社 
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会社分割と企業結合 

28. 単独新設分割は、分割会社の営業の全部又は一部を新設会社に移転させる単独行為

であり企業結合には該当しないが、吸収分割及び共同新設分割においては、分割によ

り移転する営業と「独立した会社」の営業又は分割により移転する各営業が、承継会

社内において一つの経済企業体となるため企業結合に該当する。ただし、親子会社関

係を有する場合における営業の移転及び承継は、どのような形態の会社分割であって

も企業結合には該当しない。 

 

企業結合の類型と会計処理 

 

類  型 支配関係 会計処理方法 

取得 支配の移転 売買処理法 

企業結合 

持分の結合 

連結集団内の分割 

非企業結合 

単独新設分割 

支配の継続 簿価引継法 

(注)按分型の分割を前提としている。非按分型の分割の場合は、売買処理法となる。 

 

会社分割の会計処理の概要 

支配の移転又は維持と会計処理方法 

29. 会社分割に当たり、分割会社が移転する営業に対する支配を喪失して承継会社が支

配を獲得する場合（支配の移転）と、分割会社が引き続き（又は他社と共同で）支配

を維持する場合（支配の継続）とがあるが、前者の場合には、分割会社及び承継会社

において、移転する資産及び負債を売買処理法により、後者の場合には、簿価引継法

により会計処理する。支配の移転又は継続については取得会社の有無を第37項から第

40項に記載する判定基準により判断する。売買処理法が適用される場合の例としては、

「独立した会社」間において取得会社が識別できる吸収分割や共同新設分割があり、

他方、簿価引継法が適用される場合の例としては、単独新設分割や第36項に記載する

「持分の結合」と判定される共同新設分割及び親子会社関係を有する会社間における

あらゆる形態の会社分割がある。 
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30. 吸収分割において、法形式上は、承継会社が分割された営業を取得するが、分割会

社又はその特定の株主が承継会社の分割・承継後の発行済株式数の過半数を取得する

こととなる場合あるいは第40項の取得会社の識別の判定の結果、分割会社が承継会社

の資産及び負債の取得をしたものとされることがある。これを逆取得といい、原則と

して、取得したとみなされる分割前の承継会社の資産及び負債について売買処理法に

より会計処理し、分割により移転した資産及び負債については帳簿価額を維持する。 

 

＜会計処理方法の判定図＞ 

                                    Yes 

                                    

                  No 

                                    Yes 

 

                  No 

                                     

 

 

                                    Yes 

 

                  No 

                                    Yes 

 

(注)按分型の分割を前提としている。非按分型の分割の場合は、売買処理法となる。 

 

移転する営業の対価（移転価額） 

31. 売買処理法において、分割により分割会社から承継会社に移転する営業の対価を移

転価額といい、移転価額は、原則として、分割会社又はその株主に交付された承継会

社株式及びその他の資産の公正な評価額となる。ただし、承継会社株式に市場価格が

ない場合には、分割により移転する資産及び負債の公正な評価額等を移転価額とする

ことができる。売買処理法では、分割会社において分割により移転する営業はこの移

転価額により売却されたものとして会計処理を行う。したがって、当該営業を構成す

る資産及び負債の帳簿価額（移転原価）と移転価額との差額が営業移転損益となる。 

簿価引継法の場合、分割会社における分割により移転する営業の対価（移転価額）

は、当該営業を構成する資産及び負債の帳簿価額となる。 

32. 分社型の場合、分割会社は移転する営業の対価として、承継会社から株式等の交付

を受ける。この株式等の取得価額は移転価額となる。これに対し、分割型の場合、承

継会社が発行する株式は分割会社の株主に交付され、移転した営業を構成する資産・

連結集団内の分割か 簿価引継法 

単独新設分割か 簿価引継法 

企業結合 

売買処理法 取得か 

持分の結合か 簿価引継法 
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負債の帳簿価額だけ純資産額が減少するため、移転価額に見合う資本勘定を取り崩す。 

 

移転する営業の移転原価 

33. 分割会社における営業の移転原価は、売買処理法及び簿価引継法のいずれの場合に

おいても、原則として、分割により移転する営業を構成する資産及び負債の帳簿価額

である。ただし、この移転原価は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して適正に処理されたものでなければならない。 

 

承継した資産・負債の取得価額と取得の対価 

34. 承継会社が承継した営業を構成する資産及び負債の取得価額は、原則として、売買

処理法の場合には取得の対価と取得費用の合計額（以下、これを「投資原価」という。）

であり、簿価引継法の場合には承継した資産及び負債の分割会社における帳簿価額で

ある。 

売買処理法の場合、取得の対価は、原則として、分割会社又は分割会社の株主に交

付した株式その他の資産の公正な評価額により測定されるべきであるが、個別財務諸

表上は、商法の時価以下主義から、承継した営業を構成する資産（商法第285条の７

の暖簾を含む。以下同じ。）及び負債の公正な評価額とする。 

35. 承継会社は、承継した営業の取得価額に見合う株式を発行し、資本勘定を増加させ

る。 

なお、個別財務諸表において、取得の対価を承継した営業を構成する資産及び負債

の公正な評価額とした場合は、連結財務諸表上、承継した営業を構成する資産及び負

債の公正な評価額と交付した株式その他の資産の公正な評価額との差額を資本準備

金として計上するとともにのれん（連結調整勘定）を計上する。[設例４・５・８・

９参照］ 

 

会社分割が企業結合に該当する場合の会計処理方法 

「取得」と「持分の結合」の判定と会計処理方法 

36. 企業結合に該当する吸収分割又は共同新設分割が行われた場合は、以下に述べる判

定基準に従って、資産及び負債の分割及び承継が「取得」又は「持分の結合」のいず

れに該当するかを判定しなければならない。 

「取得」とは、結合当事会社のうち、いずれかの会社について取得会社を識別でき

る企業結合をいい、一般に多くの企業結合では、会社の一つが他の会社の純資産及び

経営に対する支配を獲得することになるため、取得会社を識別することが可能である。

したがって、「取得」と判定された場合には、吸収分割の場合は結合前の承継会社又

は分割会社のいずれかが、また、共同新設分割の場合は複数の分割会社のうちいずれ

かが、取得会社となる。 
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吸収分割又は共同新設分割の経済的実態が、承継会社において「取得」と判定され

るときには、吸収分割又は共同新設分割を資産の購入と同様に考え、取得した資産・

負債について売買処理法を適用する。「取得」と判定できず「持分の結合」と判定さ

れるときには、企業結合前会社の株主にとって、企業結合前に存在していた「リスク

と便益を継続的に共有」することとなるため、結合前会社のそれぞれの営業が結合後

も以前のように継続していると考え、簿価引継法を適用する。 

 

リスクと便益の継続的な共有に係る判定基準 

37. 企業結合に該当する吸収分割又は共同新設分割が行われた場合において、分割会社

又はその株主と分割前の承継会社の株主が、分割後の承継会社におけるリスクと便益

を継続的に共有しているとするためには、次のすべての要件を満たす必要がある。 

①  吸収分割の場合には、分割後の承継会社の議決権付株式について、分割前の分

割会社又はその株主と分割前の承継会社の株主との間において、その保有する株

式数が著しく異ならない。また共同新設分割の場合には、分割後の承継会社の議

決権付株式について、分割前の一方の分割会社又はその株主と他の分割会社又は

その株主との間において、その保有する株式数が著しく異ならない。 

②  分割会社又はその株主に対して、承継会社の議決権付普通株式に加えて現金等

の株式以外の資産が交付されない。（ただし、分割比率の端数の調整等のために

支出される分割交付金を除く。） 

③  吸収分割の場合には、分割により承継する営業の公正な評価額が分割吸収前の

承継会社の営業の公正な評価額と著しく異ならない。また、共同新設分割の場合

には、分割により移転する一方の営業の公正な評価額が、同じく分割により承継

する他方の営業の公正な評価額と著しく異ならない。この場合の公正な評価額の

算定は、会社分割の重要な条件を合意した時点で行う。また、会社分割の重要な

条件が合意されてから当該条件が変更された場合には、当該変更が合意された時

点で公正な評価額を算定する。 

④  分割前の分割会社又はその株主及び承継会社の株主が分割後の承継会社にお

いても、相対的に分割前と実質同等の議決権及び持分を維持する。したがって、

分割後の承継会社の株式について、議決権、残余財産分配権、配当請求権等につ

いて、重要な制限があってはならない。 

⑤  当初から分割後の分割当事会社のいずれかの会社の株主構成を大きく変動さ

せる計画が存在しない。この計画とは、特定の株主の意図により分割後の分割当

事会社のいずれかの会社の株式を売却することを意味するため、分割会社が主要

株主のいない公開会社等、もともとその株式に流動性が高いものを含まない。 

38. 会社分割前又は会社分割時に、前項の要件を満たす意図で承継会社が資本勘定の変

更をもたらす取引を行った場合には、「持分の結合」とすることはできない。 

資本勘定の変更例には、次の取引がある。 
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① 株式交換・移転、合併、会社分割 

② 有償増減資 

③ 自己株式の取得及び消却 

④ 過度な配当 

 

「持分の結合」に係る判定根拠の開示 

39. 企業結合を「持分の結合」と判定した場合には、その根拠（各結合当事会社の公正

な評価額の割合及びその評価時点並びに算定方法を含む記述）を連結財務諸表及び財

務諸表に開示する。 

 

取得会社の識別に係る判定基準 

40. 企業結合に該当する吸収分割又は共同新設分割においては、多くの場合、分割前の

承継会社若しくは分割会社又は複数の分割会社のうちのいずれかについて取得会社

を識別することが可能となる。具体的には、分割の結果、ある会社又はその特定の株

主が分割後の承継会社の議決権付株式の過半数を取得することとなる場合には、分割

会社が取得会社となる。また、その他の場合でも以下の事項等を総合的に考慮して、

取得会社を判定する。 

①  分割前の分割会社若しくは分割前の承継会社又は分割前の各分割会社のいず

れかの会社の株主全体（総株主）が、他方の会社の株主全体（総株主）が保有す

る株式数と比較し、分割後の承継会社において著しく多数の議決権付株式の数を

直接・間接に有することとなる場合、当該会社が取得会社である。 

② 分割前の分割会社若しくは分割前の承継会社又は分割前の各分割会社のいず

れかの会社が契約等により分割後の承継会社の重要な財務及び営業又は事業方

針の決定を支配する権限を有することとなる場合、当該会社が取得会社である。 

③  分割前の分割会社若しくは分割前の承継会社又は分割前の各分割会社のいず

れかの会社が分割後の承継会社の取締役会その他の意思決定機関を支配する事

実又はそのことが推測される事実が存在する場合、当該会社が取得会社である。 

④  分割の結果、分割前のいずれかの会社の経営陣が、分割後の承継会社の経営陣

の選任を実質的に決定できる立場にある場合は、当該会社が取得会社である。 

⑤  吸収分割においては、分割により承継する営業の公正な評価額と分割前の承継

会社の公正な評価額を比べ、また共同新設分割においては、分割により移転する

複数の営業間の公正な評価額を比べ、いずれか一方の評価額が他方の公正な評価

額に比し著しく大きい場合は、その評価額の大きい分割会社又は承継会社が取得

会社である。 

⑥  会社分割において分割新株（代用自己株式を含む。）に代えて、株式以外の他

の資産が交付された場合、その他の資産を交付した承継会社が取得会社である。

（ただし、分割比率の端数の調整等のために支出される分割交付金を除く。） 
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個別財務諸表における会社分割の会計処理 

分割会社における会計処理 

分割会社における仮決算の必要性 

41. 会社分割では合併の場合と異なり、分割会社は消滅することなく存在し続けるため、

商法は、分割日を基準とする決算手続を定めていない。しかし、資産及び負債の包括

的な移転を行うという意味では会社分割と合併に差異はなく、また、分割に伴い分割

会社の剰余金が承継会社に移転されることがあるため、分割会社から分割により移転

する営業だけでなく、原則として分割会社全社について仮決算を行うべきである。 

 

会社分割による資産等の移転の認識 

42. 会社分割による資産等の移転及び営業移転損益は、分割会社において分割日の属す

る事業年度に認識する。ただし、簿価引継法による場合に営業移転に伴う評価減が発

生するときには､第48項に従う｡ 

承継会社は、分割日に承継する資産・負債の取得を認識する。 

 

分割会社における売買処理法 

（営業移転損益の認識） 

43. 吸収分割において承継会社が取得会社となる売買処理法の場合、分割会社は、分割

により移転する営業を売却したものとして会計処理を行う。すなわち、分割会社は、

分割により分割会社又はその株主に交付された株式及びその他の資産の公正な評価

額の合計額を移転価額とし、当該価額と分割により移転する営業を構成する資産及び

負債の帳簿価額との差額を営業移転損益とする。当該営業移転損益は、特別損益の部

に計上する。なお、共同新設分割の場合、被取得会社となる分割会社も同様の会計処

理を行う。[設例１・２・３参照] 

 

（移転する営業の移転原価） 

44. 移転する営業の移転原価は、移転する資産及び負債の帳簿価額（繰延税金を除く。）

である。移転する資産及び負債の一時差異に係る繰延税金資産・負債は仮決算を行っ

て認識する。繰延税金資産については、会社分割を前提としない分割会社の将来の課

税所得等をもとに、会計制度委員会報告第10号「個別財務諸表における税効果会計に

関する実務指針」に従い、分割日においてその回収可能性を評価する。 

 

（分割型における資本の部の取崩し） 

45. 分割型の会社分割の場合、営業を移転してもその対価は分割会社に流入しないため、

分割会社の純資産が減少する。したがって、資本勘定のいずれかを減少させることが



- 14 - 

必要となる。売買処理法が適用される場合においても、原則として資本の部の取崩し

の方法について制約はない。ただし、営業移転利益は、商法上、評価益と解され、配

当可能利益を構成しないものとされる。したがって、分割会社が資本勘定の取崩しを

行う場合、営業移転利益に相当する剰余金を取り崩すことが求められる。[設例３参

照] 

当該営業移転利益に相当する利益剰余金の取崩しは、損益計算書の当期未処分損益

計算区分に表示する。 

 

（分社型における承継会社株式の取得価額） 

46. 分社型の会社分割の場合、分割会社における承継会社株式の取得価額は、承継会社

株式の公正な評価額となる。 

 

（分社型における承継会社株式の税効果） 

47. 分割日における一時差異には、会社分割以前に存在する一時差異と会社分割によっ

て生じる一時差異がある。これらの一時差異に係る繰延税金資産・負債は移転価額及

び承継会社株式の取得価額を構成するものとして会計処理を行う。 

承継会社株式の一時差異は、将来における当該株式の売却等によって解消するため、

将来加算一時差異については繰延税金負債を、また、将来減算一時差異については、

当該株式について売却の意思がある場合は、将来の税金の増減効果が生じる一時差異

の部分について、分割後に到来する最初の事業年度において繰延税金資産を計上する。

なお、分割会社における承継会社株式の取得価額は承継会社の増加する資本勘定と一

致する。[設例10参照] 

 

分割会社における簿価引継法 

（営業移転損益の不認識と営業移転に伴う評価減） 

48. 簿価引継法の場合、分割会社は移転する営業について決算又は仮決算を行った上で、

移転する資産及び負債の帳簿価額をもって移転価額とするため、分割により営業移転

損益が計上されることはない。ただし、承継会社において商法上の資本充実の原則を

考慮すべき場合があり､その場合には分割日の前日に分割会社において営業移転に伴

う評価減を認識する｡ 

 

（移転する営業の移転原価） 

49. 移転する営業の移転原価は、移転する資産及び負債の帳簿価額（繰延税金を除く。）

である。移転する資産・負債の一時差異に係る繰延税金資産については、会社分割を

前提としない分割会社の将来の課税所得等をもとに、会計制度委員会報告第10号「個

別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」に従い、分割日においてその回収

可能性を評価する。 
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（分割型における資本の部の取崩し） 

50. 分割型の分割で簿価引継法が適用される場合、資本の部の取崩しの方法については、

分割契約書等に基づき株主総会の決議で任意に決定できる。[設例２・３参照] 

 

（分社型における承継会社株式の税効果） 

51. 移転する資産及び負債に一時差異があり、かつ、税務上適格分社となる場合、移転

する資産及び負債に係る一時差異は繰延税金資産・負債として承継会社へ承継される。

一方、分割前の移転資産及び負債に係る税務上の帳簿価額は分割会社における承継会

社株式の取得価額に引き継がれるため、分割会社において承継会社株式に新たに一時

差異が生じることになる。この一時差異は、将来における当該株式の売却等によって

解消するため、将来の税金の増減効果が生じる一時差異の部分について、分割後に到

来する最初の事業年度において繰延税金資産・負債を計上する。なお、分割会社にお

ける承継会社株式の取得価額は承継会社の増加する資本勘定と一致する。[設例10参

照] 

 

承継会社における会計処理 

承継会社における売買処理法 

（取得した資産・負債の取得価額） 

52. 売買処理法では、取得会社が取得した資産（商法第285条の７の暖簾を含む。）及び

負債を当該資産及び負債の取得日現在における公正な評価額で貸借対照表に計上す

る。したがって、吸収分割において承継会社が取得会社である場合には、分割会社か

ら承継する資産及び負債を売買処理法で会計処理するときの取得価額は、取得した資

産及び負債の公正な評価額により測定する。なお、取得に直接要した費用がある場合

には取得価額に算入する。 

また、共同新設分割で取得に該当する場合には、複数の分割会社のうち被取得会社

となる会社から承継する資産及び負債を当該資産及び負債の公正な評価額により測

定する。 

吸収分割において承継会社が被取得会社となる逆取得の場合、承継会社（既存会社）

の資産及び負債を公正な評価額により認識することは個別財務諸表上、評価益の計上

になるため、承継会社（既存会社）の資産及び負債は帳簿価額のままで据え置くこと

とする。 

 

（取得の対価の測定） 

53. 売買処理法では、分割により増加する資本勘定（取得の対価）は、分割日における

分割により取得した資産及び負債の公正な評価額とする。 
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（自己株式を交付した場合の取扱い） 

54. 承継会社において、代用自己株式を分割会社又はその株主に交付する場合は、この

代用自己株式の交付は資本取引に該当し、その交付に伴う損益は認識すべきではない。

また、商法上、資本準備金の計算において、承継した純資産額から代用自己株式の帳

簿価額を控除するとされている（商法第288条の２第１項第３号の２、同第３号の３）。

したがって、代用自己株式は承継会社における分割日の帳簿価額により交付する。 

 

（売買処理法における承継する資産及び負債に係る繰延税金資産・負債の認識） 

55. 承継会社は分割日の会計上の資産・負債の取得価額と税務上の資産・負債の取得価

額（税務上適格会社分割となる場合は、分割会社の税務上の帳簿価額を承継し、非適

格分割となる場合は分割時の時価が税務上の取得価額となる。）との差額である一時

差異について、税効果会計基準に従って繰延税金資産・負債を認識する。当該繰延税

金資産の回収可能性は、分割日において、分割後の承継会社（分割により承継する営

業を含む。）の将来のスケジューリングをもとに評価する。 

 

承継会社における簿価引継法 

（取得資産・負債の取得価額） 

56. 簿価引継法においては、承継会社は、分割により承継した資産及び負債を分割日の

開始時の分割会社の（第48項における営業移転に伴う評価減がある場合､その認識に

より修正された）帳簿価額を貸借対照表に計上する。 

 

（資本勘定の引継ぎ） 

57. 分割型の会社分割の場合における承継会社の資本勘定は、商法の規定に従って、分

割会社において利益準備金及び剰余金を取り崩した額の範囲内で利益準備金及び剰

余金を引き継ぐことができる。[設例２・３参照] 

分社型の会社分割の場合においては、承継会社は分割会社の利益準備金及び剰余金

を引き継ぐことができないとされているため（商法第288条の２第１項第３号参照）、

取得の対価のうち、資本金として計上した金額を除く部分は資本準備金として処理し

なければならない。 

なお、当該取引の関連費用は、資産等の取得価額を構成するものではないため、す

べて発生時に費用処理する。 

 

（自己株式を交付した場合の取扱い） 

58. 承継会社において、分割新株に代えて自己株式を分割会社又はその株主に交付する

場合には、承継会社における帳簿価額により交付する。 

 

（簿価引継法における承継する資産及び負債に係る繰延税金資産・負債の認識） 
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59. 税務上、適格会社分割となる場合は、原則として分割会社が仮決算で計上していた

移転する営業に係る繰延税金資産・負債をそのまま引き継ぎ、回収可能性の判断は、

分割後に到来する最初の事業年度に行う。また、税務上、非適格会社分割となる場合

は、分割会社が仮決算で計上していた移転する営業に係る繰延税金資産・負債の金額

に係わらず、原則として承継した資産・負債の一時差異について、繰延税金資産・負

債を認識する。当該繰延税金資産の回収可能性の評価は、分割後に到来する最初の事

業年度に行う。 

 

分割会社の株主における会計処理 

（分割会社の株式に係る帳簿価額の調整計算） 

60. 分割型の会社分割により分割会社の株主に交付された承継会社の株式は、分割前の

分割会社の株式の帳簿価額を分割後の分割会社及び分割により移転する営業の各々

の評価額を基準として合理的に配分する。 

 

（売買処理法が適用される場合の株主分割損益の認識） 

61. 分割型の会社分割において、分割会社の支配株主であった株主が承継会社に対する

支配を獲得していない場合には、当該支配株主は分割会社の株式の全部又は一部を売

却したものとみなす。この場合に、分割会社の当該支配株主に割り当てられた承継会

社の株式及びその他の資産の公正な評価額と前項の調整計算後の株式の帳簿価額と

の差額を株主分割損益として計上する。[設例２・３参照］ 

 

親子会社関係間における吸収分割又は共同新設分割における会計処理方法 

親子会社関係間における吸収分割又は共同新設分割の取扱い 

62. 分割前及び分割の結果、親子会社関係を有する会社間における吸収分割又は共同新

設分割は、どのような形態であっても企業結合には該当しない。このような場合の営

業の移転及び承継は、分割後も移転する営業に対する支配関係に変化がないため、分

割により移転する営業を構成する資産及び負債は帳簿価額により移転する。 

 

非按分型の吸収分割における会計処理方法 

非按分型の吸収分割の取扱い 

63. 非按分型の吸収分割は、会社の解散に類似するものから、合弁事業の解消の場合で

合弁会社を設立する際に当事会社がそれぞれ持ち寄った資産及び負債をそのまま合

弁会社の設立前の状態に戻すものまで様々なものがあり得る。非按分型の吸収分割は

分割会社の株主構成に変化が生じることになること及び個々の事情に応じて適切に

経済的実態を判定することは困難を伴うことから、分割を事業の売却とみなして売買
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処理法を適用する。 

 

単独新設分割における会計処理方法 

単独新設分割の会計処理方法 

64. 単独新設分割では取得会社又は被取得会社は生じないから売買処理法は適用され

ない。したがって、簿価引継法を適用することになるが、株主との関係で説明すると

次のとおりである。 

分社型の単独新設分割が行われた場合、当該分割によってある会社（分割会社）が

分割により新たに新設会社へ営業の全部又は一部を移転することによって、当該新設

子会社から株式の割当てを受けることとなる。この場合、分割により移転する営業に

対する親会社（分割会社）の実質的な支配関係に変化はない。 

分割型の単独新設分割が行われた場合、当該分割によってある会社（分割会社）が

分割により新たに新設会社へ営業の全部又は一部を移転し、分割会社の株主が当該新

設会社から株式の割当てを受けることとなる。この場合、分割会社は新設会社に対す

る出資関係を有しないため、分割により移転する営業に対する分割会社の支配関係は

なくなるが、分割会社の株主の立場からは、新設会社に対する出資比率に変化はなく、

分割会社及びその株主に実質的な変化は生じていないといえる。 

以上から、単独新設分割が行われた場合、それが分社型であるか、分割型であるか

を問わず、簿価引継法を適用する。 

 

非按分型の単独新設分割の取扱い 

65. 非按分型の新設分割の場合、非按分型の吸収分割と同様に分割を事業の売却とみな

して売買処理法を適用する。 

 

折衷型（一部分割）の会社分割における会計処理方法 

折衷型（一部分割）の会社分割の取扱い 

66. 折衷型（一部分割）の会社分割は、承継会社が分割に際して発行する株式を、分割

会社及びその株主の双方に割り当てる場合をいう。折衷型の分割の会計処理は、分割

に際して発行する株式に対して、分割会社に割り当てる株式数（分社型）と分割会社

の株主に割り当てる株式数（分割型）の割合に応じて、分社型と分割型のそれぞれの

会計処理を行い、分社型の部分については承継会社株式の取得とし、分割型の部分に

ついては資本勘定を減少させる。この場合に、取得会社の判定は同一となるため、分

社型と分割型で、適用される会計処理方法が異なることはない。 
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連結財務諸表における会社分割の会計処理 

承継会社における会計処理 

承継会社における売買処理法 

（承継する資産及び負債の取得価額） 

67. 承継会社が取得会社の場合、個別財務諸表では承継する純資産を売買により取得し

たかのような会計処理を行うため、取得した純資産の総額は取得の対価に取得に直接

要した費用を加えた投資原価により測定する。この投資原価は取得した個々の資産・

負債の公正な評価額に基づき、各資産・負債に配分される。個別財務諸表において取

得した資産及び負債は取得日現在の公正な評価額により測定されているため、個々の

資産・負債については連結財務諸表上もそのままで特に修正を要しない。ただし、取

得した純資産の公正な評価額と投資原価に差額が生じる場合には、この差額を連結調

整勘定に計上することになる。 

また、吸収分割における逆取得の場合には、承継会社の個別財務諸表上は既存会社

の営業に係る資産及び負債は帳簿価額のままで据え置かれているため、その連結財務

諸表上に重要な影響を及ぼす場合には、公正な評価額へ修正するとともに、差額のう

ち税効果額を控除した残額を連結調整勘定に計上する。 

 

（分割に伴う持分変動の取扱い） 

68. 連結子会社が分割により独立した会社から営業を承継し、分割会社又はその株主に

当該子会社の株式が交付された場合、資本連結手続上、分割会社又はその株主が交付

を受けた株式に係る持分は少数株主持分となる。当該少数株主持分と分割により承継

した純資産の取得価額とは経済的に等価であるが、分割・承継後の当該子会社株式に

係る株主間の持株比率は増減するため、分割・承継後の当該連結子会社の簿価純資産

額の少数株主持分割合から算定した少数株主持分額と承継した純資産の取得価額と

は一致せず、連結原則にいう持分変動差額が生じることとなる。この持分変動差額は、

支配関係に変化が生じたことによるものではないが、持分の変動があるため、会社分

割の会計処理においても、原則として当期損益として認識する。[設例４参照］ 

また、逆取得の場合に、分割会社側からみたその経済的な効果としては、結合前の

被取得会社（承継会社）の資産及び負債を公正な評価額で取得する一方で、それと同

等の価値を有する取得会社（移転する営業）の持分を被取得会社の株主に交付するこ

とといえる。その結果、被取得会社の株主が移転する資産及び負債に対して持分を有

することとなるため、少数株主持分を認識することとなる。この場合にも持分変動差

額が生じることがあり、その場合、原則として当期損益として処理する。[設例６参

照] 

 

（投資原価の測定と連結調整勘定） 

69. 売買処理法における投資原価は、取得の対価に取得に要した費用を加えた価額であ
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り、具体的には以下に示すとおりとする。取得の対価は、原則として承継会社の株式

及びその他の資産の公正な評価額となる。この場合、分割により承継する資産及び負

債の公正な評価額と取得の対価との差額については、連結調整勘定を計上する。なお、

取得に直接関連しない費用がある場合には、発生時に費用処理する。 

① 取得の対価の測定 

取得の対価である承継会社の発行した株式（自己株式を含む。）は、市場価格

がある場合には、会社分割の重要な条件が合意された日の直前日の市場価格に基

づいて測定する。ただし、直前日の市場価格を用いることが合理的でないと認め

られる場合には、直前数日の平均価格を用いることもできる。また、承継会社の

株式に市場価格がない場合には、会社分割の重要な条件が合意された日における

移転する資産及び負債の公正な評価額に基づき取得の対価を測定する。ただし、

重要な条件の基礎となった承継会社株式の評価額が、決定方法、交渉内容及び契

約に至る経緯等から客観性がある場合には、当該評価額に基づき測定できる。 

なお、会社分割に係る重要な条件の変更があった場合にも、条件変更された日

の直前日の市場価格等上記の趣旨に基づき再測定する。 

② 取得に要した費用 

分割により承継する資産及び負債の取得に直接要した費用は、当該「投資原価」

に含められる。この取得に要した費用には、株式の発行費用、会社分割に伴う登

記費用、公認会計士、弁護士、鑑定士、コンサルタント等に対する報酬が含まれ

るが、取得に際し直接的に生じるものに限定されることに留意する。 

 

（取得会社に係る連結財務諸表における修正） 

70. 売買処理法が適用される場合で承継会社が取得会社の場合、会計理論的には、営業

の取得であり、承継会社は分割会社における資本構成を引き継ぐことができないため、

取得の対価のうち資本金として計上した金額を除く部分は全額資本準備金として処

理すべきである。 

したがって、個別財務諸表上、売買処理法を適用しているにもかかわらず、分割に

より増加する承継会社の資本勘定に、分割会社の利益剰余金が引き継がれている場合

には、資本連結手続上、資本準備金に振り替える。また、逆取得の場合には、分割以

前に承継会社で計上されていた利益剰余金も同様に資本準備金に振り替えることに

なる。[設例６・７（逆取得の場合）参照] 

 

（自己株式を移転した場合の取扱い） 

71. 承継会社において、分割新株を発行することに代えて保有する自己株式を分割会社

又はその株主に交付した場合、連結財務諸表上、交付した自己株式は分割新株と同様

に公正な評価額により測定する。したがって、個別財務諸表において帳簿価額により

移転した自己株式について、その帳簿価額と公正な評価額との差額について、連結財
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務諸表上修正が必要となる。その場合、当該自己株式の公正な評価額が帳簿価額を上

回る場合には、その差額を払込剰余金に準じ資本準備金とし、同じく下回る場合には

自己株式交付差損（資本取引）として、まず資本準備金から控除し、控除しきれない

金額は利益剰余金から控除する。また同時にその同額を連結調整勘定に計上する。 

 

（承継する資産と未実現利益の消去） 

72. 連結会社間における会社分割において、連結財務諸表上、連結会社間における資産

の売買等による利益を未実現利益として消去していた場合において、連結会社である

承継会社が分割により当該資産等を承継したときは、この未実現利益を実現したもの

として取り扱わず、結合後においても未実現利益の消去を行う。 

 

（分割により承継する資産・負債及び損益の統合） 

73. 簿価引継法による場合で、分割会社において当該営業に係る資産及び負債並びに損

益が明確に区分計算されているときは、連結財務諸表上、分割会社の分割日を含む事

業年度の期首より承継する資産及び負債と期首以降の当該営業に係る損益を統合す

ることができる。 

 

分割会社の株主における会計処理 

（株主分割損益と営業移転損益の連結消去） 

74. 分割型の分割において売買処理法が適用される場合、連結会社である分割会社の個

別財務諸表では営業移転損益が計上され、また、分割会社の支配株主の個別財務諸表

では株主分割損益が計上されることがある。この場合には、株主分割損益と営業移転

損益は、同一の会社分割取引に基づいて認識されるものであるため、資本連結手続に

おいては、株主分割損益を分割会社とその支配株主の間の取引として消去するととも

に、同額について連結剰余金を修正することになる。 

 

承継会社の株主における会計処理 

（逆取得の場合の承継会社の株主における株主分割損益の認識） 

75. 分割型の分割において逆取得となる場合に、承継会社の支配株主が、分割後の承継

会社における支配を喪失するときには、当該株主は承継会社の株式の所有は継続して

いるが、あたかも新たな株式を取得したと考えて、分割会社の株主と同様に連結財務

諸表上、承継会社株式を公正な評価額に評価替えを行うとともに、株主分割損益を計

上する。[設例６・７参照］ 
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Ⅱ 会社分割における会計処理 －各論－ 

営業の承継に伴い移転する資産及び負債 

基本的な考え方 

76. 商法において会社分割の対象は、営業の全部又は一部に限定されている（商法第373

条、同第374条の16）。ここにいう営業の一部とは、それ自体が商法にいう営業として

の内容を備えているものであり、その営業の一部を構成するある物又は権利の一部を、

分割の対象から除外することによって当該営業の活動に支障をきたすような場合に

は、その物又は権利を除外する分割は認められていない。また、営業を構成しない物

又は権利を分割により承継会社へ移転することはできないとされている。分割により

承継会社が分割会社から承継する債権債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項

は、新設分割においては分割計画書、また、吸収分割においては分割契約書（以下、

両者を合わせて「分割計画書等」という。）の記載事項とされている（商法第374条第

２項第５号、同第374条の17第２項）。したがって、基本的には承継会社が分割により

承継する営業を構成する資産及び負債は、すべて分割計画書等に記載され、かつ、引

き継がれるが、営業を構成しない資産及び負債が分割計画書等に記載されているため、

全体として商法にいう営業の全部又は一部の承継といえない場合には、たとえ手続上

は会社分割であっても、本研究報告の対象ではない。 

本研究報告にいう売買処理法が適用される場合には、たとえ分割により承継する営

業を構成する資産又は負債であっても、法律上の権利義務でない繰延資産（社債が移

転される場合の当該社債に係る社債発行差金を除く。）及び引当金については、それ

が会計上の擬制資産・負債であるため、売買の対象とはなり得ず、承継会社に引き継

ぐことはできない。つまり、移転した資産・負債に付随するものは分割会社で取り崩

すことになるため、これらは承継会社が引き継ぐ資産・負債の公正な評価額に反映さ

れるに過ぎない。ただし、引当金のうち、法律上の債務と認められるものについては、

分割当事会社間の合意により、売買の対象となり得ると考えられる。一方、本研究報

告にいう簿価引継法が適用される場合には、たとえそれが法的な権利義務に該当しな

い場合にも、承継される営業を構成する資産及び負債については、すべて承継会社に

引き継ぐことが適当である。 

 

土地再評価法上の再評価差額金 

77. 会計理論上、分割により承継する土地に対応する再評価差額金は承継会社に引き継

ぐことが適当であると考えられる。しかし、分割による土地の承継は、土地再評価法

上は第８条第１項の売買に該当すると解釈されるため、当該土地を売却処理し、承継

する土地に対応する再評価差額金は、移転時に分割会社で取り崩すことになる。 

 

分割会社における移転する営業を構成する資産及び負債の帳簿価額の算定方法 
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仮決算による帳簿価額の確定 

78. 第41項に記載しているとおり、分割により承継する営業を構成する資産及び負債は、

分割会社において、分割日の前日において仮決算を実施し、その帳簿価額を確定しな

ければならない。以下はその際に留意すべき事項について個別に記載する。 

 

仮決算における総平均法の適用について 

79. 有価証券、棚卸資産等の評価方法として総平均法を採用している場合には、分割日

の前日を分割会社の決算日とみなして総平均法を適用する。 

 

有価証券 

80. 分割により移転する有価証券の払出し価額は帳簿価額であるため、「その他有価証

券」については、仮決算時の貸借対照表価額ではなく評価差額振戻し後の帳簿価額に

よる。 

 

繰延税金資産・負債 

81. 分割型の分割のうち、譲渡損益が認識される非適格会社分割の場合は、税務上、分

割日の前日に分割による資産等の移転が認識される。一方、会計上は、分割日に営業

の移転に関する取引を認識することから、分割日が期首であれば税務上と会計上とで

譲渡損益を認識する決算年度が異なることとなるため、分割日の前日に譲渡損益に対

応する未収税金又は未払税金を計上するとともに、税務上と会計上の決算年度のずれ

を調整するため、繰延税金負債又は繰延税金資産を計上する。 

 

評価性引当金 

82. 債権に対し一括して設定された貸倒引当金は、分割会社における帳簿価額を分割に

より移転する債権と分割会社に残る債権との比率等の合理的な方法で按分する。 

 

賞与引当金 

83. 移転する従業員の賞与負担額を計算する方法としては、賞与対象となる移転する従

業員一人一人の金額を算定する方法、職位や営業部門単位などのグルーピングで見込

計算する方法とが考えられる。これらの方法が計算不能であれば分割会社の全社ベー

スの支給見込額に対し過去支給実績金額比率等合理的な基準で按分する方法による

ことができる。 

 

デリバティブ取引 

84. デリバティブ取引の引継価額は分割会社で算定した公正な評価額とする。なお、分

割する際にヘッジ関係が崩れた場合には、直ちにヘッジ会計の適用を中止する。 
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退職給付引当金 

85. 退職給付引当金は退職給付債務から年金資産の時価、未認識過去勤務債務、未認識

数理計算上の差異、会計基準変更時差異の未処理額を加減して計算されている。した

がって、分割により承継する退職給付に係る債務を合理的に評価するためには、退職

給付引当金を構成する各項目の性質に従った按分を行うことが必要である。 

退職給付債務は従業員に付随した債務であるため、分割会社と承継会社各々に引き

継がれる従業員に対応して按分する。ただし、それが困難な場合には、給与比等の基

準により合理的に按分する。当該按分は会社分割のための決算日又は仮決算日を基準

日として行うことが原則であるが、前期末の退職給付債務から合理的に補正計算した

退職給付債務を用いることもできる。 

年金資産については企業年金制度の分割手続に基づき、分割する額を確定し、これ

を承継会社に移転する。 

未認識過去勤務債務、未認識数理計算上の差異は年々の退職給付引当金及び退職給

付費用算定上の見積数値と実績の差異等について遅延認識が認められている項目で

ある。また、会計基準変更時差異は、退職給付会計基準の適用初年度において、従来

の会計基準の金額と退職給付会計基準による金額との差額について遅延認識が認め

られている項目である。したがって、未認識項目のうち退職給付債務等から発生する

ものとみなされる部分は退職給付債務の分割に従い、年金資産の予定と実績から発生

するとみなされる部分は年金資産の分割に従い、会計基準変更時差異の未処理額は退

職給付債務比率等最も合理的と考えられる方法で分割する。 

分割された退職給付会計基準における会計基準変更時差異の未処理残高は、会社分

割の資産及び負債の公正な評価額の算定に当たって分割日における含み損益と考え

られる。しかし、退職給付に係る会計基準によって制度会計上遅延認識が認められて

いる項目であり、簿価引継法の場合、承継会社は、分割会社で移転する退職給付引当

金として按分した額をそのまま引き継ぐことができるものとする。 

 

退職給付引当金の公正な評価額を算定する際の留意事項 

86. 売買処理法が適用される場合において、分割時の退職給付引当金の公正な評価額を

算定する際には、未認識過去勤務債務、未認識数理計算上の差異及び会計基準変更時

差異を遅延認識することはできず、分割時に一時に認識する。 

 

退職給付信託の分割 

87. 退職給付信託を設定している場合、退職給付引当金は退職給付信託の設定目的（退

職一時金制度、適格退職年金度、厚生年金基金制度の未積立退職給付債務の一部か全

部か、など）によって分割する営業の従業員等に帰属する額と分割会社に残る営業の

従業員等に帰属する額に按分することとなる。この際、退職給付信託契約が当初途中

で分割することを考慮せずに締結された場合であっても、関係者全員（委託者・受託
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者・受益者（信託管理人））の合意があれば契約の変更手続により分割することは可

能と解される。なお、退職給付信託契約の信託財産の配分は当事者間の合意に従うも

のとする。 

 

退職給付に係る会計方針の統一 

88. 退職給付会計における未認識項目（会計基準変更時差異、未認識数理計算上の差異、

未認識過去勤務債務）の処理年数と処理方法については、連結会計上の扱いについて

「退職給付会計に関するＱ＆Ａ」の第14項で示されており、会計基準変更時差異に係

る処理年数は統一すべきであるが、それ以外は統一する必要はないものとされている。

しかしながら、会社分割においては二つ以上の企業のそれぞれの営業が一体となって

承継会社に引き継がれるため、これらの処理方法を統一する必要が生じる。そこで、

会社分割における未認識項目の処理年数と処理方法は、承継会社の分割後の事業年度

末において統一することとする。統一後は、退職給付会計基準に従って処理する。 

① 会計基準変更時差異の費用処理年数の統一は、分割会社と承継会社の両社に処理

年数の長短があるため、長い方に合わせる方法、短い方に合わせる方法、両者の中

間に合わせる方法等が考えられるが、双方の加重平均年数などを用いた合理的な方

法により決定する。 

② 未認識数理計算上の差異と未認識過去勤務債務の処理年数は分割会社と承継会

社のそれぞれが「平均残存勤務期間内の一定の年数」で決定している。「平均残存

勤務期間」を処理年数としている場合には、分割後の事業年度末における退職給付

債務の算定の際に平均残存勤務期間を再計算し、これをもとに決定する。「一定年

数」を処理年数としている場合には、上記①の会計基準変更時差異の費用処理年数

と同様に合理的な方法により決定する。 

③ 未認識数理計算上の差異と未認識過去勤務債務の処理方法（定額法又は定率法）

が相違する場合は、分割後の事業年度末に統一する。 

④ 割引率、その他の基礎率の相違については、分割後の事業年度末における退職給

付債務の算定の際に統一する。すなわち、割引率は上記②で再計算した平均残存勤

務期間に対応した事業年度末の割引率とし、退職率、昇給率等の数理計算上の基礎

率について再計算を行うか否かは、退職給付会計基準の基礎率の重要性の判定によ

る。 

 

その他分割時の特殊な事項 

法定有限連帯責任に伴う債務の取扱い 

89. 分割会社の債務のうち、個別催告を受けなかった債権者に対するものについては、

分割契約書等において、弁済の責めを負わないとされた分割当事会社（分割会社又は

承継会社）も、その弁済の責めを負うとされている（商法第374条の10第２項、同第

374条の26第２項）（分社型で分割後も分割会社に対して債権を有するものを除く。）。
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ただし、この責任は、分割会社においては分割日において有する財産の価額がその限

度とされ、承継会社においては分割により承継した財産の価額がその限度とされてい

る。この責任は、商法が債権者保護のために創設した法定責任であり、いわゆる不真

正連帯債務と解されている。 

分割当事会社が、ともに、商法の定めにより責任を負うとされた債務のうち、分割

会社において負債として計上されていたものについては、分割会社及び承継会社の双

方が認識すべき債務であるが、分割会社及び承継会社は、いずれも自らの負担部分を

超える額については注記によることができるものとする。 
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Ⅲ 結論の背景 

会社分割の会計処理に関する基本的な考え方 

90. 連結財務諸表における連結財務諸表に関する現行の取扱いについては、現金による

株式の取得を想定する形で連結原則が定められており、また、株式交換・移転の制度

を利用して完全親子会社関係を創設する場合の資本連結手続については、会計制度委

員会研究報告第６号「株式交換及び株式移転制度を利用して完全親子会社関係を創設

する場合の資本連結手続」が公表されている。連結原則及び研究報告第６号において、

結合する主体における連結財務諸表上の基本的な考え方が示されているので、本研究

報告においても結合主体（承継会社）の連結財務諸表上の取扱いについては連結原則

及び研究報告第６号の基本的な考え方と矛盾しない方向で検討した。また、連結原則

及び研究報告第６号において示されていない部分の取扱いについては、国際会計基準

第22号「企業結合」等を参考として検討を行った。 

また、連結財務諸表における分割会社及びその株主の会計処理については、国際会

計基準等においても示されていないため、承継会社における会計処理と整合性をもた

せる形で検討を行った。 

ただし、個別財務諸表においては、理論的な観点に加え商法への配慮が必要となる

ため、商法の枠内において上記の考え方を可能な限り取り入れる方向で検討を行った。

その結果、個別財務諸表において、商法の考え方と合致しない部分については、連結

財務諸表において理論的な考え方へ修正することとしている。 

91. 本研究報告においては、企業結合の会計処理方法として売買処理法と簿価引継法を

採用することとした。承継会社の会計処理からみると、売買処理法はパーチェス法、

簿価引継法は持分プーリング法の考え方に沿っている。パーチェス法は取得側の支配

が継続することを想定しており、持分プーリング法は結合当事会社のいずれの会社も

支配が継続することを想定しているといえる。企業結合の会計処理方法としては、両

法のほかに、フレッシュスタート法があるが、フレッシュスタート法は、現在のとこ

ろ理論的な考え方にとどまり、国際的にも制度会計として採用されていないことから、

企業結合に係る会計基準設定の議論をまって今後検討することとした。 

 

個別財務諸表と連結財務諸表における企業結合と支配概念 

92. 第5項に記載したとおり、企業結合とは、ある会社が他の会社の純資産や経営に対

する支配を獲得するか又はある会社と他の会社が合体して両会社に対する持分を結

合する結果、独立した会社同士が一体となって一つの経済企業体となることをいう。

具体的には、連結集団（会計主体）が連結の範囲外の企業を取得、買収、合併等によ

り連結集団に取り込むことが企業結合である。したがって、連結集団内での合併や分

社化等は経済企業体内部での単なる組織変更に過ぎず企業結合には該当しない。 

支配の概念は、連結会計、個別会計において異なるものではなく、個別会計におい
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ても支配の範囲を連結原則における支配力基準に基づく子会社（被連結子会社及び株

主が個人である場合を含む。）とするが、連結財務諸表を作成する必要のない会社の

場合、支配の及ぶ範囲を商法上の子会社とすることができることとした。 

共通の親会社を有する子会社間で分割が行われた場合、売買処理法と簿価引継法の

いずれが適用されるべきかという点については様々な議論があるが、本研究報告にお

いては、両者は、親会社の連結の範囲に含まれるため支配は継続していると考え、簿

価引継法を採用することとした（第62項）。 

また、親子会社関係がない場合であっても、按分型の新設分割のように株主構成に

変化がない状態で分離される分割については、各株主の観点から状況に変化がないの

で、移転する資産及び負債について公正な評価額による評価を求めることは適切では

ないと考えた（第64項）。 

 

親会社を分割会社とし、その子会社を承継会社とする吸収分割の会計処理方法 

93. 親会社を分割会社とし、その子会社を承継会社とする分社型の吸収分割が行われた

場合、当該分割によって子会社は、親会社からその営業の全部又は一部（Ｂ事業）を

承継し、その対価として親会社に対して分割新株を割り当てることになる。その結果、

親会社による当該子会社に対する出資比率は100％を維持するか、又は従来の出資比

率よりも増加することになる。したがって、子会社が分割により承継した営業に対す

る親会社による支配関係に変化はない。 

 

親子会社間の分社型の吸収分割 

 

 

 

 

 

          分割新株 

              100％ 

                                                       51％（分割前） 

 

 

                                                  49％（分割前） 

 

 

 

親会社を分割会社とし、その子会社を承継会社とする分割型の吸収分割が行われた

場合、当該分割によって子会社は、親会社からその営業の全部又は一部（Ｂ事業）を

株主１ 株主２

分割会社(親会社） 

Ａ事業 

承継会社（子会社）

Ｂ事業 

株主３

Ｃ事業 
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承継し、その対価として親会社の株主に対して分割新株を割り当てることになる。こ

の場合、親会社による当該子会社に対する出資比率は低下するため、分割新株の割当

数によっては、親子会社関係が解消される結果、従来の連結子会社ではなくなること

もあり得る。しかし、親会社の各株主にとっては、親会社に対する持分は減少するが、

子会社に対する持分は同額だけ増加するから、当該子会社が分割により承継した営業

に対する支配関係に変化は生じていないといえる。 

 

親子会社間の分割型の吸収分割 

 

 

 

 

 

                 分割新株 

                                            分割新株 

                                                      51％（分割前） 

 

 

                                                 49％（分割前） 

 

 

以上から、親会社を分割会社とし、子会社を承継会社とする吸収分割が行われた場

合、それが分社型であるか、分割型であるかを問わず、簿価引継法を適用することと

した。 

 

共通の親会社を有する子会社間の吸収分割の会計処理方法 

94. 共通の親会社を有する子会社間で、分社型の吸収分割が行われた場合、当該分割に

よって、一方の子会社（承継会社）は他の子会社（分割会社）からその営業の全部又

は一部（Ｂ事業）を承継し、その対価として当該他の子会社（分割会社）に対し分割

新株を割り当てることになる。この場合、親会社のその子会社（承継会社）に対する

直接的な出資比率は低下することになるが、当該他の子会社（分割会社）が分割新株

を保有するため、間接保有を含めた出資比率は低下しない。したがって、その子会社

（承継会社）が分割により承継した営業に対する親会社による支配関係に変化は生じ

ていない。 

 

 

 

株主１ 株主２

分割会社(親会社） 

Ａ事業 

承継会社（子会社）

Ｂ事業 

株主３

Ｃ事業 
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共通支配下の分社型の吸収分割 

 

 

 

 

           20％               80％             75％              25％ 

 

 

 

 

 

共通の親会社を有する子会社間で、分割型の吸収分割が行われた場合、当該分割に

よって、一方の子会社（承継会社）は他の子会社（分割会社）からその営業の全部又

は一部（Ｂ事業）を承継し、その対価として当該他の子会社（分割会社）の株主（親

会社を含む。）に対し分割新株を割り当てることになる。この場合、分割後において

も親子会社関係に変わりはないため、その子会社（承継会社）が分割により承継した

営業に対する親会社による支配関係に変化は生じていない。 

 

共通支配下の分割型の吸収分割 

 

 

 

 

           20％       80％                           75％         25％ 

 

 

 

 

以上から、共通の親会社を有する子会社間で、吸収分割が行われた場合、それが分

社型であるか、分割型であるかを問わず、簿価引継法を適用することとした。 

 

共通の親会社を有する子会社間の共同新設分割の会計処理方法 

95. 共通の親会社を有する子会社間で、分社型の共同新設分割が行われた場合、当該分

割によって、複数の子会社が当該分割により新たに新設会社へ営業の全部又は一部

（Ｂ事業）を移転することによって、新たに新設会社が発行する株式の割当てを受け

ることとなる。この場合、分割により移転する営業に対する複数の子会社の出資関係

を通じた親会社の支配関係に変化は生じていない。 

株主１ 親会社

分割会社(子会社１)

Ａ事業 

承継会社(子会社２)

Ｂ事業 Ｃ事業 

株主２

株主１ 親会社

分割会社(子会社１)

Ａ事業 

承継会社(子会社２)

Ｂ事業 Ｃ事業 

株主２
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共通支配下の分社型の共同新設分割 

 

 

 

            49％          51％                        51％           49％ 

 

 

 

                         

 

 

 

共通の親会社を有する子会社間で、分割型の共同新設分割が行われた場合、当該分

割によって、複数の子会社が当該分割により新たに新設会社へ営業の全部又は一部

（Ｂ事業）を移転することによって、親会社が新たに新設会社が発行する株式の割当

てを受けることとなる。この場合、分割により移転する営業に対する親会社による支

配関係に変化は生じていない。 

 

共通支配下の分割型の共同新設分割 

 

 

 

            49％         51％                        51％           49％ 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

以上から、共通の親会社を有する子会社間で、共同新設分割が行われた場合、それ

が分社型であるか、分割型であるかを問わず、簿価引継法を適用することとした。 

 

 

株主１

分割会社（Ｘ社） 

Ａ事業 

親会社 株主２

分割会社（Ｙ社） 

Ｃ事業 

新設会社（Ｚ社） 

Ｂ事業 

株主１

分割会社（Ｘ社） 

Ａ事業 

親会社 株主２

分割会社（Ｙ社） 

Ｃ事業 

新設会社（Ｚ社） 

Ｂ事業 
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ある会社（親会社）の子会社を分割会社とし、独立した会社を承継会社とする吸収分割

の会計処理方法 

96. ある会社（親会社）の子会社を分割会社とし、独立した会社を承継会社とする分社

型の吸収分割が行われた場合、当該分割によって当該他の会社は、子会社からその営

業の全部又は一部を承継し、その対価として当該子会社に分割新株を割り当てること

になる。この場合、原則的には「株式の保有関係がない会社間の吸収分割」の場合と

同様に「取得」か「持分の結合」かの判定を行うことになる。しかし、分割の結果、

この親会社からの直接出資に当該子会社からの出資を合わせた結果、当該他の会社

（承継会社）がこの親会社の子会社になることがある。この場合には、分割により承

継する営業に対する親会社の支配関係に変化はないことから、企業結合の判定結果に

かかわらず、承継会社の個別財務諸表上、分割により承継する営業を構成する資産及

び負債については帳簿価額で受入記帳する。 

なお、上記の場合には、分割前から承継会社が有する資産及び負債（Ｃ事業）は、

分割により分割会社が取得したとみなされるため、逆取得に準じて、連結財務諸表上

は、売買処理法を適用し、公正な評価額に評価替えを行うことになる。 

 

 

分割の結果、親子会社関係を有することになる分社型の吸収分割 

 

 

 

 

           20％             80％                49％              51％ 

 

 

 

 

 

ある会社（親会社）の子会社を分割会社とし、独立した会社を承継会社とする分割

型の吸収分割が行われた場合、当該分割によって当該他の会社は、子会社からその営

業の全部又は一部を承継し、その対価として当該子会社の株主（親会社を含む。）に

分割新株を割り当てることになる。この場合にも、原則的には「株式の保有関係がな

い会社間の吸収分割」の場合と同様に「取得」か「持分の結合」かの判定を行うこと

になる。分割の結果、親会社の当該他の会社に対する出資比率は相対的に高くなるた

め、状況によっては当該他の会社（承継会社）が親会社の子会社になることがある。

この場合には、分割により承継する営業に対する親会社の支配関係に変化はないこと

から、企業結合の判定結果にかかわらず、分割により承継する営業を構成する資産及

株主１ 親会社

分割会社(子会社) 

Ａ事業 

承継会社(出資先) 

Ｂ事業 Ｃ事業 

株主２
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び負債については帳簿価額で受入記帳する。なお、分割型の場合にも、分割前から承

継会社が有する資産及び負債（Ｃ事業）を、連結財務諸表上、売買処理法を適用し、

公正な評価額に評価替えを行うことは、分社型と同様である。 

 

分割の結果、親子会社関係を有することになる分割型の吸収分割 

 

 

 

 

           20％       80％                            49％         51％ 

 

 

 

 

 

「取得」と「持分の結合」の判定テスト 

97. すべての企業結合は、「取得」か「持分の結合」のいずれかに分類される。企業結

合は、取得会社を識別することができれば、「取得」に分類され、多くの企業結合で

は、結合当事会社のうちいずれかの会社が他の会社の純資産及び経営に対する支配を

獲得することになるため、取得会社を識別することが可能である。したがって、企業

結合において、単に取得会社を識別できるかどうか不明な状況をもって、「持分の結

合」とすることはできない。第37項に掲げるリスクと便益の継続的な共有に係る要件

を満たした上で、なお、取得会社を識別することができない場合でなければ、当該企

業結合を「持分の結合」と判定することはできないことに留意すべきである。なお、

「取得」と「持分の結合」の判定をフローチャートに示すと以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株主１ 親会社

分割会社(子会社１)

Ａ事業 

承継会社(子会社２)

Ｂ事業 Ｃ事業 

株主２
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「取得」と「持分の結合」の判定テスト 

 

親子会社関係に該当する会社間で行われる会社分割か。 
 

 

 

No 
 

  

リスクと便益の継続的な共有に係る要件をすべて満たしているか。 
NO 

 

YES 

 

 

取得会社を識別できるか。 
YES 

「
取
得
」 

 

NO 

 

  

「持分の結合」 
  

 

 

会社分割の会計処理 

分割会社における会計処理 

（会社分割による資産等の移転の認識） 

98. 会社分割による資産等の移転及び営業移転損益は、会社分割によって資産・負債が

移転し消滅した日に認識することになるが、本研究報告においては、登記により分割

の日に分割の効力が法的に発生することから、資産等の移転及び営業移転損益は、分

割日の属する事業年度に認識することとした。ただし、承継会社において商法上の資

本充実の原則を考慮すべき場合があり、その場合には分割日の前日に分割会社におい

て営業移転に伴う評価減を認識することとした。 

99. 会社分割による資産等の移転の認識及び営業移転損益の認識については、分割日に

行うこととした。移転の効力が分割日に発生することからこの結論となったものであ

るが、分割日が期首日の場合、営業移転損失に関連し、前期末において後発事象（第

一の事象）として一定の損失認識をすべきという議論がなされた。しかし、確実に発

生することを理由に分割日が期首日の場合を後発事象（第一の事象）とした場合、後

発事象（第一の事象）の範囲は更に広がるべきという議論もあり得る。現行の一般的

な会計基準で明確にされていない領域について、これ以上議論するのは困難であった

ため、実現概念による明確な線引きとして分割日の属する事業年度に損益認識すると

いう割切りを行った。 
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したがって、分割日が期首日以降の場合、原則として後発事象（第二の事象）の開

示対象として扱われることになる。 

 

分割会社における売買処理法 

（営業移転損益の認識） 

100. 吸収分割において承継会社を取得会社とする売買処理法では、分割会社において

営業移転損益を計上することとした。 

この点に関し、分割型の分割の場合、分割会社は何らの対価も得ておらず、営業移

転損益、とりわけ営業移転利益を認識することについては異論も少なくない。しかし、

分割型の場合もいったん分社が行われた後に、分割会社が減資又は配当としてその株

主に対して取得した株式を分配したものとみなすことにより、営業移転損益の認識を

認めることも可能である。また、営業移転損益を認識することで、承継会社における

公正な評価額による評価との関連性も高まるといえる。特に損失が発生する場合、分

割会社で損失を認識せず､承継会社が分割会社の帳簿価額以下の価額で資産の受入れ

を行うことは関連性が断ち切られ問題がある。 

 

分社型における承継会社株式に係る税効果 

101. 分割日における一時差異には、会社分割以前に存在する一時差異と会社分割によ

って生じる一時差異がある。これらの一時差異に係る繰延税金資産・負債は、移転原

価及び承継会社株式の取得価額を構成するものとして会計処理を行う考え方と、一時

差異に係る繰延税金資産・負債は、移転原価及び承継会社株式の取得価額を構成しな

いものとして会計処理する考え方とがある。前者の場合は、分割会社における承継会

社株式の取得価額は承継会社の増加する資本勘定と一致するが、後者によった場合は、

承継会社株式の取得価額に当該株式に係る繰延税金資産・負債を加減算した額が承継

会社の増加する資本勘定と一致する。前者の場合、承継会社株式の一時差異について、

税効果をとる場合は、当該一時差異について新たに繰延税金資産・負債とともに法人

税等調整額を計上することになるが、対応する会計上の損益が発生していないという

税効果会計上の論点がある。しかし、本研究報告においては、承継会社における承継

資産・負債の取得の対価（増加資本の額）と分割会社における承継会社株式の取得価

額を一致させることを重視し前者によることとした。 

 

分割会社における簿価引継法 

（資本充実の要請による評価減の取扱い） 

102. 簿価引継法においては、承継会社は、分割により承継した資産及び負債を分割会

社の決算又は仮決算（分割日の前日）における帳簿価額で貸借対照表に計上する。こ

の場合、基本的には減損会計導入後の一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して適正に処理された帳簿価額を原則としてそのまま引き継ぐことになる。しか
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し、減損会計が完全には整備されていない現在の会計慣行を考えれば、公正妥当な会

計基準によっていても含み損が生じていることがある。また、減損会計適用後におい

ても、重要な含み損がなお存在することもあり得る。このような場合には、承継会社

において、商法上の資本充実の要請に留意することが求められることになるため、分

割により移転する純資産の公正な評価額の総額が分割会社の簿価純資産額を著しく

下回る場合には、分割会社は決算又は仮決算日において営業移転に伴う評価減を実施

し、その結果修正された帳簿価額を承継会社が受け入れることになる。分割会社にお

ける評価減による個別資産の帳簿価額の修正方法としては、評価益控除後の評価損を

比例按分する方式のほか、含み損の重要性の高い順に減額する等の方法によることが

できる。なお、帳簿価額の修正計算は含み損のあるものに限り評価益の計上は認めら

れない。 

 

承継会社における会計処理 

承継会社における売買処理法 

（個別財務諸表における資産及び負債の取得価額） 

103. 売買処理法の場合、本来、取得会社（結合前の承継会社又は分割会社）が被取得

会社を売買により取得したかのように会計処理を行うため、取得した資産・負債を取

得日現在の公正な評価額で貸借対照表に計上し、取得会社が取得日から被取得会社の

経営成績を損益計算書に取り込む。しかし、承継会社が被取得会社となる（逆取得）

場合には、承継会社の個別財務諸表においては、承継会社の分割日の属する決算期に

係る財務諸表と分割により承継する営業の分割日以降に係る経営成績及び分割日に

おける財政状態が統合され、また、商法上、個別財務諸表において、分割前の承継会

社に存する資産・負債を評価替えすることも認められていないため、帳簿価額を維持

することになる。 

 

（個別財務諸表における取得の対価の測定） 

104. 承継会社を取得会社とする売買処理法の場合、本来であれば、承継会社が分割に

より承継した資産・負債は分割日における公正な評価額により測定し、一方、取得の

対価は対価として発行する承継会社の株式等の公正な評価額により測定する。この結

果、この資産及び負債の公正な評価額と対価として発行する承継会社の株式等の公正

な評価額との差額がのれんとして認識されることになる。しかし、商法上、分割交付

金及び代用自己株式の交付がない場合を前提とすれば、承継会社における資本金の増

加額は承継会社が分割により受け入れた純資産額を限度とすることが定められてい

るため（商法第374条の５、同第374条の21）、承継会社が分割に際して交付した株式

等の公正な評価額が分割により承継した純資産の公正な評価額（商法において、吸収

分割に限り認められている識別可能な暖簾を含む。）を上回る場合には、個別財務諸

表においては売買処理法を適用することにより生じる差額のれんを計上することが
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できない。なお、共同新設分割では吸収分割に限り計上が認められている識別可能な

暖簾の計上も商法上認められていない。また、承継会社が分割に際して交付した株式

等の公正な評価額が分割により承継した純資産の公正な評価額を下回る場合には、負

ののれんを計上することになるが、商法において負ののれんの計上は認められず、資

本準備金とされることになる。したがって、個別財務諸表における売買処理法では、

取得の対価は、分割日における承継する資産及び負債の公正な評価額とし、差額のれ

んを計上することはできないものとした。 

 

（代用自己株式を交付した場合の個別財務諸表における取扱い） 

105. 売買処理法が適用される場合において、分割新株を発行することに代えて保有す

る自己株式を分割会社又はその株主に交付したときは、会計理論上、交付した自己株

式は、分割新株と同様に、公正な評価額により移転することになる。その結果、自己

株式を交付した場合にものれん（負ののれんを含む。）の適切な認識を行うことがで

きることになる。この場合、自己株式の交付は資本取引となるため、当該自己株式の

公正な評価額が帳簿価額を上回る場合には、その差額を払込剰余金と同様に考え資本

準備金とする。また、同じく下回る場合には自己株式交付差損とし、利益剰余金を取

り崩すことになる。 

しかし、このように処理することは、商法上、次の二つの問題点がある。まず、商

法では前項に記載したとおり、差額のれんを計上することができないことがある。ま

た、自己株式に含み益がある場合で、かつ、代用自己株式の公正な評価額が分割によ

り承継する純資産の公正な評価額を上回るときには、その含み益の一部は資本準備金

となるが（同時にのれんが認識される。）、商法においては、この場合に資本準備金と

することはできない。この状況を図示すると以下のとおりとなる。したがって、個別

財務諸表においては、自己株式の含み益部分について資本準備金とすることを避ける

ため、当該自己株式の帳簿価額により移転することとした。 

 

 自己株式の含み益の資本化 

 承継会社 

代用自己株式 
承継した純資産

の評価額 

法定資本準備金 

  会計上の 
のれん 

会計上の 

資本準備金（注） 

 

 

 

   帳簿価額 
 

 

           公正な評価額 
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（注）商法では資本準備金とされないが、会計理論上は資本取引として認識すべき自己

株式の含み益 

 

承継会社における簿価引継法 

（資本勘定の引継ぎ） 

106. 簿価引継法の趣旨は、承継会社の資本勘定は分割前の各結合当事会社における承

継する営業に帰属する資本構成を引き継ぐものであり、原則として準備金及び剰余金

についても分割前の状態のまま引き継ぐべきであるという考え方がある。しかしなが

ら、分割により承継する営業に帰属する準備金及び剰余金を把握することに困難が伴

うこと、商法第288条の２第３項から第５項は、合併差益の特則規定の趣旨を斟酌す

れば、配当財源等に配慮した政策的な規定と考えられること、また、分割会社の留保

利益は承継会社に適切に引き継がれる限り、分割契約書等に基づき株主総会の特別決

議で任意に決定できるとされているため、会計処理において剰余金等の引継ぎについ

て制約を課すことに異論もある。そこで、承継会社における資本勘定の引継方法につ

いては、特に制約を課さないこととした。なお、分社型の会社分割においては、承継

会社は分割会社の資本構成を引き継ぐことは認められていない。（商法第288条の２

第１項第３号の２及び第３号の３参照） 

 

（承継する資産及び負債に係る繰延税金資産・負債の認識） 

107. 売買処理法の場合は、承継した資産・負債の一時差異について、分割日において

税効果会計基準に従って繰延税金資産・負債を認識する。簿価引継法の場合は、原則

として分割会社が仮決算で計上していた移転する営業に係る繰延税金資産・負債をそ

のまま引き継ぐ。簿価引継法は、第21項の定義のように各会社が保有する資産及び負

債を帳簿価額で結合する方法であるから、繰延税金資産の回収可能性の判断は、受入

時には行わない。法人税法上、非適格会社分割となる場合、分割会社で分割前に計上

していた引当金等は承継会社に引き継がれず、分割会社で取崩しが生じ、必ずしも分

割会社の資産・負債をそのまま引き継げない場合がある。また、分社型の場合には、

一括評価債権に対する貸倒引当金については引継ぎが認められていない。したがって、

この場合には、承継会社は、分割会社が仮決算で計上していた移転する営業に係る繰

延税金資産・負債の金額にかかわらず、承継した資産・負債の一時差異について、繰

延税金資産・負債を認識することとし、当該繰延税金資産の回収可能性の評価は、分

割後に到来する最初の事業年度に行うこととした。 

 

（分割により承継する資産・負債及び損益の統合） 

108. 持分の結合に基づく簿価引継法の趣旨に従えば、分割がどの時点で生じたかにか

かわらず、原則として、期首から経営成績及び財政状態を統合することになるが、会

社分割は合併と異なり分割後も分割会社が存続するため、移転する営業に帰属する損
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益を期首から把握することが困難な場合もある。また、承継会社の個別財務諸表にお

いて、分割日前の承継する営業に帰属する損益を合算して報告することはできない。

したがって、分割により承継する営業に帰属する損益について、承継会社の連結財務

諸表においては、期首から統合することもできることとし、個別財務諸表においては、

分割日から統合することとした。 

 

分割会社の株主の会計処理 

（売買処理法の場合における株主分割損益の認識） 

109. 売買処理法が適用される分割型の会社分割においては、分割会社の株主が、承継

会社の株式等を対価として分割会社の株式を売却したものと考えられる。したがって、

割り当てられた承継会社株式及びその他の資産の公正な評価額と分割会社株式の帳

簿価額により、株主分割損益を計上する必要がある。しかし、分割会社の少数株主に

とっては、承継会社の株主となっても、その少数株主としての地位に何ら変化が生じ

たものではないため、少数株主は株主分割損益を認識せず、分割会社の支配株主が分

割により支配を喪失した場合において、当該株主が分割損益を認識することとした。 

 

簿価引継法における退職給付引当金の公正な評価額 

110. 簿価引継法における退職給付引当金の公正な評価額を算定する際には、退職給付

会計上の会計基準変更時差異の未処理額を含み損と考え、簿価純資産を下回る範囲に

おいて一時認識するという考え方と、会計基準変更時差異の未処理額をそのまま引き

継ぐ方法、すなわち帳簿に計上された退職給付引当金の額をもって公正な評価額とす

るという考え方がある。前者は資本充実の要請に基づき公正な評価額により評価する

のであるから、退職給付会計基準において遅延認識が認められた会計基準変更時差異

は、一時に認識すべきというものである。後者は、簿価引継法は退職給付債務等の将

来給付をそのまま引き継ぐ方法であり、退職給付会計で未認識項目の遅延処理が公正

な会計慣行として認められているものをそのまま引き継げばよいとする方法であり、

資本充実の要請も公正な会計慣行の範囲を超えるものではないと考えられるため、退

職給付会計基準に基づく同引当金の額を引き継ぐと考えるものである。本研究報告に

おける考え方は、このうち後者によることとした。 

 

法定有限連帯責任に伴う債務 

111. 法定有限連帯責任に伴う債務については、債務として計上するとともに、分割契

約書等において弁済の責任がないものについては求償権を資産に計上するという考

え方と債務とともに求償権を計上するのであれば、資産・負債とも貸借対照表に計上

する実益に乏しいため、注記による開示で足りるとする考え方がある。債務者が催告

を受けられない場合には、債務者の任務懈怠によるもの以外に、例えば、無記名社債

などのように事実上催告することが困難なものとがある。後者の金額は巨額にのぼる
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ことも想定され、債務とともに求償権の計上を求めることは、いたずらに、債権と債

務が両膨らみとなること及び会社分割が承継会社と分割後の分割会社の債務履行の

見込みがあることを前提としていることにかんがみ、自らが負担する額を超えて貸借

対照表に計上する実益に乏しいと考えられることから、本研究報告においては、注記

による開示で足りるものとした。 

 

 



- 41 - 

Ⅳ 設例による解説 

  本設例のうち設例１から設例３までは、売買処理法と簿価引継法の会計処理の違いを明

らかにするため、あえて両方の会計処理を示している。また、設例４から設例９までは、

個別財務諸表と連結財務諸表の会計処理の違いを明らかにするため、両方の会計処理を示

している。設例10では、会社分割に特有の税効果会計を示している。 

 

［設例１］ 個別財務諸表における分社型の会社分割の会計処理 

 

１．前提条件 

(1) Ｘ３年４月１日に、Ａ事業とＢ事業を営む３月決算のＸ社を分割し、既存のＹ社にＢ

事業を移転し、Ｙ社が分割に伴い発行する新株500株はＸ社に割り当てることとする。

なお、取得費用及び法人税等は無視するものとする。 

(2) Ｘ社のＡ事業資産とＢ事業資産の公正な評価額は、分割日現在でそれぞれ160,000、

40,000である。また、分割合意直前日におけるＹ社株式の市場価額は、45,000である。 

(3) Ｘ社のＸ３年４月１日現在の個別貸借対照表は、次のとおりである。 

 

 Ｘ社貸借対照表 

負債                  0 Ａ事業資産      120,000 

Ｂ事業資産       30,000 
資本金           50,000 

資本準備金        4,000 

利益準備金       12,500 

剰余金      83,500 

 

(4) Ｘ社のＸ３年４月１日現在の株主構成とそれぞれの取得価額は、次のとおりである。 

 

株主名 所有株式数 取得価額(単価) 

甲社 600株 30,000（50） 

乙個人 400株 24,000（60） 

 

２．会計処理 

(1) 分割会社の会計処理 

① 簿価引継法による場合 
     
Ｙ社株式（＊１） 30,000  Ｂ事業資産（＊２） 30,000 
     

＊１ 簿価引継法の場合、移転する資産・負債の帳簿価額が移転価額となる。 

＊２ 移転する資産・負債の帳簿価額が移転原価となる。 

 

② 売買処理法による場合 
     
Ｙ社株式（＊１） 45,000 

 

Ｂ事業資産（＊２） 

営業移転利益（＊３） 

30,000 

15,000 
     

＊１  売買処理法の場合、分割合意直前日におけるＹ社株式の公正な評価額が移転価額と

なる。 
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＊２ 移転する資産・負債の帳簿価額が移転原価となる。 

＊３ 移転価額と移転原価の差額が営業移転損益となる。 

 

(2) 承継会社の会計処理 

① 簿価引継法による場合 
     
Ｂ事業資産 30,000 

 

資本金（＊１） 

資本準備金（＊２） 

25,000 

5,000 
     

＊１  500株×50（額面金額）＝25,000 

＊２  30,000－25,000＝5,000 

 

② 売買処理法による場合 

個別財務諸表における売買処理法の場合、分割日におけるＢ事業資産を公正な評価

額で計上する。 
     
Ｂ事業資産 40,000 

 

資本金（＊１） 

資本準備金（＊２） 

25,000 

15,000 
     

＊１  500株×50（額面金額）＝25,000 

＊２  40,000－25,000＝15,000 

 

(3) 分割会社の株主の会計処理 

分社型の場合、株主の会計処理は行わない。 

 

 

［設例２］ 個別財務諸表における分割型の会社分割の会計処理（含み損がある場合） 

 

１．前提条件 

(1) Ｘ３年４月１日に、Ａ事業とＢ事業を営む３月決算のＸ社を分割し、既存のＹ社にＢ

事業を移転し、Ｙ社が分割に伴い発行する新株100株はＸ社の株主に割り当てることと

する。また、簿価引継法が適用される場合には、分割前のＸ社の資本構成の割合に応じ

て、資本勘定を取り崩す。さらに、取り崩したＸ社の資本構成のうち利益準備金、剰余

金はＸ社からＹ社に承継させることとし、また、Ｘ社は株式の消却を行わない。売買処

理法が適用される場合には、Ｘ社は株式の消却を行わず、剰余金を取り崩すこととする。

なお、取得費用及び法人税等は無視するものとする。 

(2) Ｘ社のＡ事業資産とＢ事業資産の公正な評価額は、分割日現在でそれぞれ180,000、

20,000である。 

(3) Ｘ社のＸ３年４月１日現在の個別貸借対照表は、次のとおりである。 

 

 Ｘ社貸借対照表 

負債                  0 Ａ事業資産      120,000 

Ｂ事業資産       30,000 
資本金           50,000 

資本準備金        4,000 

利益準備金       12,500 

剰余金           83,500 

 

(4) Ｘ社のＸ３年４月１日現在の株主構成とそれぞれの取得価額は次のとおりである。 
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株主名 所有株式数 取得価額(単価) 

甲社 600株 30,000（50） 

乙個人 400株 24,000（60） 

 

(5) Ｙ社のＸ３年４月１日及び分割合意日における現在の発行済み株式総数は1,000株で

あり、分割合意直前日におけるＹ社株式の公正な評価額は＠200である。 

 

２．会計処理 

(1) 分割会社の会計処理 

① 簿価引継法による場合 

簿価引継法の場合、原則的には営業移転損益の認識は行わないが、移転する資産に

含み損が生じているので、当該資産の公正な評価額と簿価との差額について分割日の

前日に営業移転に伴う評価減を認識する。また、移転する営業に係るものとして、比

例的に資本勘定を取り崩す。（ここでは説明の便宜上Ｘ社の資本構成を比例的に取り

崩しているが、実際は分割契約書に従うことになる。） 
     
(分割日の前日)     

Ｂ事業資産評価損（＊１） 10,000  Ｂ事業資産 10,000 

(分割日)     

資本金（＊２） 

資本準備金（＊３） 

利益準備金（＊４） 

剰余金（＊５） 

10,000 

800 

2,500 

6,700  

Ｂ事業資産 20,000 

     

＊１  評価損＝30,000－20,000＝10,000 

＊２  比例資本金＝50,000×30,000／150,000＝10,000 

＊３  比例資本準備金＝4,000×30,000／150,000＝800 

＊４  比例利益準備金＝12,500×30,000／150,000＝2,500 

＊５  比例剰余金－評価損＝(83,500×30,000／150,000)－10,000＝6,700 

 

② 売買処理法による場合 
     
剰余金（＊１） 

営業移転損失（＊２） 

20,000 

10,000  

Ｂ事業資産 30,000 

     

＊１  移転価額20,000（設例では、Ｘ社の剰余金から優先的に取り崩しているが、商法は

資本勘定のどの科目を減少させるかは任意であり、実際は分割契約書に従うことにな

る。） 

＊２  移転資産の移転原価30,000－移転価額20,000（200×100株）＝10,000 

 

(2) 承継会社の会計処理 

① 簿価引継法による場合 

簿価引継法の場合、簿価引継ぎが原則であるが、Ｂ事業資産には含み損が生じてい

るので、公正な評価額（修正帳簿価額）で受け入れることとした。（ここでは説明の

便宜上Ｘ社の資本構成を比例的に受け入れているが、実際は分割契約書に従うことに

なる。） 
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Ｂ事業資産 20,000 

 

資本金（＊１） 

資本準備金（＊２） 

利益準備金（＊３） 

剰余金（＊４） 

5,000 

5,800 

2,500 

6,700 
     

＊１  100株×50（額面金額）＝5,000 

＊２  Ｘ社比例資本金10,000＋Ｘ社比例資本準備金800－Ｙ社資本金5,000＝5,800 

＊３  Ｘ社比例利益準備金2,500 

＊４  Ｘ社比例剰余金16,700－評価損10,000＝6,700 

 

② 売買処理法による場合 

個別財務諸表における売買処理法の場合、承継会社の分割日におけるＢ事業資産を

公正な評価額で計上する。 

 
     
Ｂ事業資産 20,000 

 

資本金（＊１） 

資本準備金（＊２） 

5,000 

15,000 
     

＊１  100株×50（額面金額）＝5,000 

＊２  20,000－5,000＝15,000（ただし、商法上は剰余金を引き継ぐことも可能である。） 

 

(3) 分割会社の株主（甲社）の会計処理 

① 簿価引継法による場合 

Ｘ社株式のもともとの帳簿価額を、帳簿価額の比率に応じてＹ社株式の帳簿価額へ

調整計算（付替計算）を行う。 
     
Ｙ社株式（＊） 6,000  Ｘ社株式 6,000 
     

＊   Ａ事業資産とＢ事業資産の帳簿価額の比率は120,000：30,000＝4：1となる。した

がって、甲社におけるＸ社株式の帳簿価額30,000を4：1の比率でＸ社株式とＹ社株式

に割り振る。 

調整計算後Ｙ社株式の帳簿価額＝30,000×1／5＝6,000 

 

② 売買処理法による場合 

売買処理法の場合で、Ｘ社株式のもともとの帳簿価額を、資産・負債の公正な評価

額の比率に応じてＹ社株式の帳簿価額へ調整計算（付替計算）を行う。さらに、Ｘ社

において支配株主であった甲社がＹ社においては支配株主でなくなっているため、上

記の調整計算後に、割り当てられた株式について公正な評価額により評価することに

より、株主分割損益を認識する。 
     
Ｙ社株式（＊） 3,000  Ｘ社株式 3,000 
     

＊   Ａ事業資産とＢ事業資産の公正な評価額の比率は180,000：20,000＝9：1となる。

したがって、甲社におけるＸ社株式の帳簿価額30,000を9：1の比率でＸ社株式とＹ社

株式に割り振る。調整計算後Ｙ社株式の帳簿価額＝30,000×1／10＝3,000 

 
     
Ｙ社株式（＊１） 12,000 

 

Ｙ社株式（＊２） 

株主分割利益（＊３） 

3,000 

9,000 
     

＊１  Ｙ社株式の公正な評価額＝200×100株×600／1,000＝12,000 
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＊２  Ｙ社株式の調整計算後の帳簿価額 

＊３  12,000－3,000＝9,000 

 

 

［設例３］ 個別財務諸表における分割型の会社分割の会計処理（含み益がある場合） 

 

１．前提条件 

(1) Ｘ３年４月１日に、Ａ事業とＢ事業を営む３月決算のＸ社を分割し、既存のＹ社にＢ

事業を移転し、Ｙ社が分割に伴い発行する新株100株はＸ社の株主に割り当てることと

する。また、簿価引継法が適用される場合には、分割会社（Ｘ社）においては分割前の

Ｘ社の資本構成の割合に応じて、資本勘定を減少させることとし、一方、承継会社（Ｙ

社）においては取り崩したＸ社の資本構成のうち利益準備金、剰余金を引き継ぐ。売買

処理法が適用される場合には、剰余金を減少させる。いずれの場合にもＸ社は株式の消

却を行わない。なお、取得費用及び法人税等は無視するものとする。 

(2) Ｘ社のＡ事業資産とＢ事業資産の公正な評価額は、分割日現在でそれぞれ160,000、

40,000である。 

(3) Ｘ社のＸ３年４月１日現在の個別貸借対照表は、次のとおりである。 

 

 Ｘ社貸借対照表 

負債                  0 Ａ事業資産      120,000 

Ｂ事業資産       30,000 
資本金           50,000 

資本準備金        4,000 

利益準備金       12,500 

剰余金           83,500 

 

(4) Ｘ社のＸ３年４月１日現在の株主構成とその取得価額は次のとおりである。 

株主名 所有株式数 取得価額(単価) 

甲社 600株 30,000（50） 

乙個人 400株 24,000（60） 

 

(5) Ｙ社のＸ３年４月１日現在及び分割合意日における発行済み株式総数は1,000株であ

り、分割合意直前日におけるＹ社株式の公正な評価額は＠400である。 

 

２．会計処理 

(1) 分割会社の会計処理 

① 簿価引継法による場合 

簿価引継法の場合、資産を簿価で移転し、移転する営業に係るものとして、比例的

に資本勘定を取り崩す。（ここでは説明の便宜上Ｘ社の資本構成を比例的に取り崩し

ているが、実際は分割契約書に従うことになる。） 
     
資本金（＊１） 

資本準備金（＊２） 

利益準備金（＊３） 

剰余金（＊４） 

10,000 

800 

2,500 

16,700  

Ｂ事業資産 30,000 

     

＊１  比例資本金＝50,000×30,000／150,000＝10,000 

＊２  比例資本準備金＝4,000×30,000／150,000＝800 
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＊３  比例利益準備金＝12,500×30,000／150,000＝2,500 

＊４  比例剰余金＝83,500×30,000／150,000＝16,700 

 

② 売買処理法による場合 

売買処理法の場合で、営業移転利益を認識したときは、その営業移転利益に対応す

る剰余金から取り崩すことが必要となる。 
     
剰余金（＊１） 

 

40,000 

  

Ｂ事業資産 

営業移転利益（＊２） 

30,000 

10,000 
     

＊１  移転価額40,000 

＊２  移転価額40,000（400×100株）－移転原価30,000＝10,000 

 

(2) 承継会社の会計処理 

① 簿価引継法による場合 
     
Ｂ事業資産 30,000 

 

資本金（＊１） 

資本準備金（＊２） 

利益準備金（＊３） 

剰余金（＊４） 

5,000 

5,800 

2,500 

16,700 
     

＊１  100株×50（額面金額）＝5,000 

＊２  Ｘ社比例資本金10,000＋Ｘ社比例資本準備金800－Ｙ社資本金5,000＝5,800 

＊３  Ｘ社比例利益準備金2,500 

＊４  Ｘ社比例剰余金16,700 

 

② 売買処理法による場合 

個別財務諸表における売買処理法の場合、分割日におけるＢ事業資産を公正な評価

額で計上する。 
     
Ｂ事業資産 40,000 

 

資本金（＊１） 

資本準備金（＊２） 

5,000 

35,000 
     

＊１  100株×50（額面金額）＝5,000 

＊２  40,000－5,000＝35,000（ただし、商法上は剰余金を引き継ぐことも可能である。） 

 

(3) 分割会社の株主（甲社）の会計処理 

① 簿価引継法による場合 

簿価引継法の場合にも、Ｘ社株式のもともとの帳簿価額を、帳簿価額の比率に応じ

てＹ社株式の帳簿価額へ調整計算（付替計算）を行う。 
     
Ｙ社株式（＊） 6,000  Ｘ社株式 6,000 
     

＊   Ａ事業資産とＢ事業資産の帳簿価額の比率は120,000：30,000＝4：1となる。した

がって、甲社におけるＸ社株式の帳簿価額30,000を4：1の比率でＸ社株式とＹ社株式

に割り振る。 

調整計算後Ｙ社株式の帳簿価額＝30,000×1／5＝6,000 

 

② 売買処理法による場合 

売買処理法の場合で、Ｘ社株式のもともとの帳簿価額を、資産・負債の公正な評価

額の比率に応じてＹ社株式の帳簿価額へ調整計算（付替計算）を行う。さらに、Ｘ社

において支配株主であった甲社がＹ社においては支配株主でなくなっているため、上
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記の調整計算後に、割り当てられた株式について公正な評価額により評価することに

より、株主分割損益を認識する。 
     
Ｙ社株式（＊） 6,000  Ｘ社株式 6,000 
     

＊   Ａ事業資産とＢ事業資産の公正な評価額の比率は160,000：40,000＝4：1となる。

したがって、甲社におけるＸ社株式の帳簿価額30,000を4：1の比率でＸ社株式とＹ社

株式に割り振る。調整計算後Ｙ社株式の帳簿価額＝30,000×1／5＝6,000 

 
     
Ｙ社株式（＊１） 24,000 

 

Ｙ社株式（＊２） 

株主分割利益（＊３） 

6,000 

18,000 
     

＊１  Ｙ社株式の公正な評価額＝400×100株×600／1,000＝24,000 

＊２  Ｙ社株式の調整計算後の帳簿価額 

＊３  24,000－6,000＝18,000 

 

 

［設例４］ 共同新設分割（分社型）の会計処理 

 

１．前提条件 

(1) Ｘ３年４月１日に、Ａ事業及びＢ事業を営む３月決算の公開会社Ｘ社とＡ事業及びＣ

事業を営む３月決算の公開会社Ｙ社とが共同新設分割し、新設のＺ社にＡ事業を移転し、

Ｚ社が分割に伴い発行する新株225株はＸ社及びＹ社に割り当てることとする。また、

両社のＡ事業について、「取得」と「持分の結合」の判定テストを実施したところ、Ｙ

社がＸ社のＡ事業を取得したと判定され、Ｚ社によるＸ社のＡ事業の受入処理に売買処

理法、またＹ社のＡ事業の受入処理に簿価引継法が適用されることとなった。なお、法

人税等は無視するものとする。 

(2) Ｘ社のＡ事業資産とＢ事業資産の公正な評価額は、Ｘ３年４月１日現在でそれぞれ

180,000、20,000である。 

(3) Ｘ社のＸ３年４月１日現在の個別貸借対照表は、次のとおりである。 

 

 Ｘ社貸借対照表 

負債                  0 Ａ事業資産      120,000 

Ｂ事業資産       30,000 
資本金           50,000 

資本準備金        4,000 

利益準備金       12,500 

剰余金           83,500 

 

(4) Ｘ社のＸ３年４月１日現在の株主構成とそれぞれの取得価額は、次のとおりである。 

 

株主名 所有株式数 取得価額 

甲社 600株 30,000 

一般株主 400株 － 

 

(5) Ｘ社Ａ事業のＸ３年４月１日現在の公正な評価額は200,000であり、Ｘ社にはＺ社株

式100株が割り当てられたとする。 

(6) Ｙ社のＡ事業資産とＣ事業資産の公正な評価額は、Ｘ３年４月１日現在でそれぞれ
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250,000、50,000である。 

(7) Ｙ社のＸ３年４月１日現在の個別貸借対照表は、次のとおりである。 

 

 Ｙ社貸借対照表 

負債                  0 Ａ事業資産      200,000 

Ｃ事業資産       50,000 
資本金          100,000 

資本準備金       50,000 

利益準備金       25,000 

剰余金           75,000 

 

(8) Ｙ社のＸ３年４月１日現在の株主構成とそれぞれの取得価額は、次のとおりである。 

 

株主名 所有株式数 取得価額 

丙社 40株 150,000 

一般株主 60株       － 

 

(9) Ｙ社Ａ事業のＸ３年４月１日現在の公正な評価額は250,000であり、Ｙ社にはＺ社株

式125株が割り当てられたとする。 

 

＜イメージ図＞ 

【分割前】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【分割後】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲社 一般株主

分割会社（Ｘ社） 
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２．会計処理 

以下の会計処理を示す。 

(1) 新設会社（Ｚ）の個別財務諸表における会計処理 

(2) 分割会社（Ｘ）の個別財務諸表における会計処理 

(3) 分割会社（Ｙ）の個別財務諸表における会計処理 

(4) 分割会社（Ｙ）の連結財務諸表における会計処理（Ｚ社＝連結子会社） 

(5) 分割会社（Ｘ）の連結財務諸表における会計処理（Ｚ社＝持分法適用関連会社） 

(6) 分割会社（Ｘ）の株主（甲社）の個別財務諸表における会計処理 

(7) 分割会社（Ｙ）の株主（丙社）の個別財務諸表における会計処理 

 

(1) 新設会社（Ｚ）の個別財務諸表における会計処理 

① 分割会社（Ｘ）のＡ事業資産の受入処理 

売買処理法の場合、承継する会社の支配獲得日（Ｘ３年４月１日）におけるＡ事業

資産を公正な評価額で計上する。 
     
Ａ事業資産（Ｘ社） 180,000 

 

資本金（＊１） 

資本準備金（＊２） 

5,000 

175,000 
     

＊１  100株×50（額面金額）＝5,000 

＊２  180,000－5,000＝175,000 

Ａ事業の公正な評価額である200,000とＡ事業資産の公正な評価額である180,000

との差額であるのれんについては、新設分割の際には商法上認識しないことになって

いるので、個別財務諸表上は計上しない。また、分社型の場合、商法上はＹ社の利益

準備金及び剰余金は引き継げないことになっているので、受入資産と増加資本金との

差額は全額資本準備金となる。 

 

 

② 分割会社（Ｙ）のＡ事業資産の受入処理 

簿価引継法の場合、資産を簿価で移転する。 
     
Ａ事業資産（Ｙ社） 200,000 

 

資本金（＊１） 

資本準備金（＊２） 

6,250 

193,750 
     

＊１  125株×50（額面金額）＝6,250 

＊２ 200,000－6,250＝193,750 

分社型の場合、商法上はＹ社の利益準備金及び剰余金は引き継げないことになって

いるので、受入資産と増加資本金との差額は全額資本準備金となる。 

 

よって、Ｚ社のＸ３年４月１日（設立時）の貸借対照表は以下のようになる。 

 

 Ｚ社貸借対照表 

負債                    0 Ａ事業資産(Ｘ社)  180,000 

Ａ事業資産(Ｙ社)  200,000 
資本金             11,250 

資本準備金        368,750 

 

(2) 分割会社（Ｘ）の個別財務諸表における会計処理 

Ａ事業資産の移転には売買処理法が適用されるので、Ａ事業の公正な評価額とＡ事業

資産の簿価との差額が営業移転損益として認識されることになる。 
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Ｚ社株式 200,000 

 

Ａ事業資産 

営業移転利益 

120,000 

80,000 
     

 

(3) 分割会社（Ｙ）の個別財務諸表における会計処理 

Ａ事業資産の移転には簿価引継法が適用されるので、Ａ事業資産の簿価と同額のＺ社

株式の受入処理が行われる。 
     
Ｚ社株式 200,000  Ａ事業資産 200,000 
     

 

(4) 分割会社（Ｙ）の連結財務諸表における会計処理（Ｚ社＝連結子会社） 

Ｙ社は、Ｚ社の発行済株式の55.6％（125株／225株）を保有することから、Ｚ社を連

結することになる。 

 

① Ｚ社の個別財務諸表の修正 

 

（Ｚ社におけるＸ社Ａ事業受入処理のあるべき仕訳） 

売買処理法の場合、承継する会社の支配獲得日（Ｘ３年４月１日）におけるＸ社の

Ａ事業資産を公正な評価額で計上する。また、発行される株式の公正な評価額のうち、

資本金に組み入れられない部分は資本準備金として処理される。 
     
Ａ事業資産（Ｘ社） 

連結調整勘定（＊１） 

180,000 

20,000  

資本金（＊２） 

資本準備金（＊３） 

5,000 

195,000 
     

＊１  Ａ事業の公正な評価額200,000－Ａ事業資産の公正な評価額180,000＝20,000 

＊２  100株×50（額面金額）＝5,000 

＊３  Ａ事業の公正な評価額200,000－5,000＝195,000 

 

（個別財務諸表の修正仕訳） 

連結修正仕訳は個別財務諸表で認識しないＸ社Ａ事業の公正な評価額とＸ社Ａ事

業資産の公正な評価額との差額であるのれん20,000を追加的に認識する処理が必要

となる。 
     
連結調整勘定 20,000  資本準備金 20,000 
     

 

よって、Ｙ社連結財務諸表の作成に使用するＺ社のＸ３年４月１日の貸借対照表は以

下のとおりとなる。 

 Ｚ社貸借対照表 

負債                    0 Ａ事業資産(Ｘ社)  180,000 

Ａ事業資産(Ｙ社)  200,000 

連結調整勘定    20,000 資本金             11,250 

資本準備金        388,750 

 

② 投資と資本の相殺消去 
     
資本金 

資本準備金 

11,250 

388,750 

 

Ｚ社株式 

少数株主持分（＊１） 

持分変動差額（＊２） 

200,000 

177,778 

22,222 
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＊１  Ｚ社純資産400,000×100株／225株＝177,778 

＊２  Ｚ社純資産400,000×125株／225株－Ｘ社Ａ事業資産受入前のＹ社持分200,000＝

22,222（当期の損益とするか、直接連結剰余金に加減することができる。） 

 

持分変動差額の発生原因を理解するために、共同新設分割を以下の２ステップに分

けて考える。 

① Ｙ社が単独でＡ事業について分社型の新設分割を実施し、簿価引継法でＺ社を設

立する（Ｚ社のＹ社持株比率＝100％）。 

② Ｘ社がＡ事業について分社型の吸収分割を実施し、売買処理法でＺ社に承継する

（Ｚ社のＹ社持株比率＝125株／（125株＋100株）＝55.6％）。 

 

【Ｚ社純資産の内訳】 

 Ｚ社純資産 Ｚ社株式公正価値比率 Ｚ社純資産持分比率 

 

（Ⅰ）少数株主持分（Ｘ社持分） 

177,778 

 

 

100株 

100株 

（Ⅱ）持分変動差額（Ｙ社持分） 

22,222 

 

 

（Ⅲ）Ｙ社Ａ事業資産簿価（Ｙ社持分） 

200,000 

 

 

125株 

125株 

（Ⅳ）Ｙ社Ａ事業含み益（オフバランス） 

50,000（250,000－200,000） 

 

 

これは、Ｙ社の100％子会社であったＺ社がＸ社Ａ事業の公正な評価額を総額とす

る第三者割当時価発行増資をＸ社が引き受けた結果、Ｚ社のＹ社持分が55.6％に低下

したのと同様の処理となる。この場合、まずいったんＹ社がＸ社のＡ事業の公正な評

価額200,000を全額Ｚ社に払い込み、Ｙ社が引き受けたＺ社株式をＸ社に200,000で全

額売却したとみなすことになり、持株比率の変動による持分変動差額は、当期の損益

か連結剰余金に直接加減することになる（連結財務諸表原則注解13、会計制度委員会

報告第７号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」第47項、第48項、

第49項）。 

持分変動差額22,222はＺ社の資本勘定では認識されないＹ社Ａ事業の含み益（公正

な評価額250,000－Ａ事業資産の簿価200,000）×Ｘ社持株比率44.4％（100株／225株）

と一致する。 

 

Ｙ社のＸ３年４月１日付け連結貸借対照表は以下のとおりになる。 

 

 Ｙ社連結貸借対照表 

少数株主持分     177,778 Ａ事業資産(Ｘ社)  180,000 

Ａ事業資産(Ｙ社)  200,000 

Ｃ事業資産         50,000 

連結調整勘定    20,000 

資本金           100,000 

資本準備金        50,000 

連結剰余金（＊）  122,222 

(＊) 連結剰余金＝Ｙ社利益準備金25,000＋Ｙ社剰余金75,000＋Ｚ社

持分変動差額22,222＝122,222 

（実際は、持分変動差額22,222はＹ社のＸ４年３月期の連結損益計算書又は連結剰余
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金計算書に記載されることになるが、ここでは説明の便宜上期首連結剰余金に含め

て記載している。） 

 

(5) 分割会社（Ｘ）の連結財務諸表における会計処理（Ｚ社＝持分法適用関連会社） 

Ｘ社は、Ｚ社の発行済株式の44.4％（100株／225株）を保有しており、通常関連会社

に該当する。よって、Ｚ社財務諸表はＸ社連結財務諸表上、持分法が適用されることに

なる。 

Ｘ社のＺ社純資産の持分相当額は、(4)①で実施した修正後のＺ社の個別財務諸表に

おける純資産400,000×44.4％＝177,778であるので、Ｘ社の個別財務諸表で計上したＺ

社株式200,000より22,222少なくなっている。これは、(4)②で説明した持分変動差額に

他ならず、連結調整勘定相当額となり、その計上後20年以内に償却しなければならない

が、仮にこれを一時に償却する場合には、以下の仕訳となる。 

 
     
持分法による投資利益 22,222  Ｚ社株式      22,222 
     

 

(6) 分割会社（Ｘ）の株主（甲社）の個別財務諸表における会計処理 

分社型の場合、株主の会計処理は行わない。 

 

(7) 分割会社（Ｙ）の株主（丙社）の個別財務諸表における会計処理 

分社型の場合、株主の会計処理は行わない。 

 

 

［設例５］ 共同新設分割（分割型）の会計処理 

 

１．前提条件 

(1) Ｘ３年４月１日に、Ａ事業及びＢ事業を営む３月決算の公開会社Ｘ社とＡ事業及びＣ

事業を営む３月決算の公開会社Ｙ社とが共同新設分割し、新設のＺ社にＡ事業を移転し、

Ｚ社が分割に伴い発行する新株225株はＸ社株主及びＹ社株主に各々の持株数に比例し

て割り当てることとする。なお、Ｚ社は設立と同時に公開会社になったとする。また、

両社のＡ事業について、「取得」と「持分の結合」の判定テストを実施したところ、Ｙ

社株主がＸ社のＡ事業を取得したと判定され、Ｚ社によるＸ社のＡ事業の受入処理に売

買処理法、またＹ社のＡ事業の受入処理に簿価引継法が適用されることとなった。なお、

法人税等は無視するものとする。 

(2) Ｘ社のＡ事業資産とＢ事業資産の公正な評価額は、Ｘ３年４月１日現在でそれぞれ

180,000、20,000である。 

(3) Ｘ社のＸ３年４月１日現在の個別貸借対照表は、次のとおりである。 

 

 Ｘ社貸借対照表 

負債                  0 Ａ事業資産      120,000 

Ｂ事業資産       30,000 
資本金           50,000 

資本準備金        4,000 

利益準備金       12,500 

剰余金           83,500 

 

(4) Ｘ社のＸ３年４月１日現在の株主構成とそれぞれの取得価額は、次のとおりである。 
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株主名 所有株式数 取得価額 

甲社 600株 30,000 

一般株主 400株 － 

 

(5) Ｘ社Ａ事業のＸ３年４月１日現在の公正な評価額は200,000であり、Ｘ社株主にはＺ

社株式100株が割り当てられたとする。 

(6) Ｙ社のＡ事業資産とＣ事業資産の公正な評価額は、Ｘ３年４月１日現在でそれぞれ

250,000、50,000である。 

(7) Ｙ社のＸ３年４月１日現在の個別貸借対照表は、次のとおりである。 

 

 Ｙ社貸借対照表 

負債                  0 Ａ事業資産      200,000 

Ｃ事業資産       50,000 
資本金          100,000 

資本準備金       50,000 

利益準備金       25,000 

剰余金           75,000 

 

(8) Ｙ社のＸ３年４月１日現在の株主構成とそれぞれの取得価額は、次のとおりである。 

 

株主名 所有株式数 取得価額 

丙社 40株 150,000 

一般株主 60株       － 

 

(9) Ｙ社Ａ事業のＸ３年４月１日現在の公正な評価額は250,000であり、Ｙ社株主にはＺ

社株式125株が割り当てられたとする。 

 

＜イメージ図＞ 

【分割前】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲社 一般株主

分割会社（Ｘ社） 

Ｂ事業 

丙社 一般株主

分割会社（Ｙ社） 

Ｃ事業  Ａ事業  Ａ事業 
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【分割後】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．会計処理 

以下の会計処理を示す。 

(1) 新設会社（Ｚ）の個別財務諸表における会計処理 

(2) 新設会社（Ｚ）の連結財務諸表における会計処理 

(3) 分割会社（Ｘ）の個別財務諸表における会計処理 

(4) 分割会社（Ｙ）の個別財務諸表における会計処理 

(5) 分割会社（Ｘ）の株主（甲社）の個別財務諸表における会計処理 

(6) 分割会社（Ｙ）の株主（丙社）の個別財務諸表における会計処理 

 

(1) 新設会社（Ｚ）の個別財務諸表における会計処理 

① Ｘ社のＡ事業資産の受入処理 

売買処理法の場合、承継する会社の支配獲得日（Ｘ３年４月１日）におけるＡ事業

資産を公正な評価額で計上する。 

 
     
Ａ事業資産（Ｘ社） 180,000 

 

資本金（＊１） 

資本準備金（＊２） 

5,000 

175,000 
     

＊１  100株×50（額面金額）＝5,000 

＊２  180,000－5,000＝175,000（ただし、商法上は剰余金を引き継ぐことも可能である。） 

Ａ事業の公正な評価額である200,000とＡ事業資産の公正な評価額である180,000

との差額であるのれんについては、新設分割の際には商法上認識しないことになって

いるので、個別財務諸表上は計上しない。 

 

② Ｙ社のＡ事業資産の受入処理 

分割型で簿価引継法の場合、資産を簿価で受け入れＹ社資本勘定の利益準備金及び

剰余金を比例的に受け入れる（Ｙ社Ａ事業資産簿価／（Ｙ社Ａ事業資産簿価＋Ｙ社Ｃ

事業資産簿価）＝0.8）。（ここでは説明の便宜上Ｙ社の資本構成を比例的に受け入れ

ているが、実際は分割計画書に従うことになる。） 
     
Ａ事業資産（Ｙ社） 200,000 

 

資本金（＊１） 

資本準備金（＊２） 

利益準備金（＊３） 

剰余金（＊４） 

6,250 

113,750 

20,000 

60,000 
     

＊１  125×50（額面金額）＝6,250 

＊２ Ｙ社比例資本金100,000×0.8＋Ｙ社比例資本準備金50,000×0.8－Ｚ社増加資本金

6,250＝113,750 

＊３  Ｙ社比例利益準備金＝25,000×0.8＝20,000 

新設会社（Ｚ社） 

Ａ事業 

甲社 一般株主

分割会社（Ｘ社） 

Ｂ事業 

丙社 一般株主

分割会社（Ｙ社） 

Ｃ事業 
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＊４ Ｙ社比例剰余金＝75,000×0.8＝60,000 

 

よって、Ｚ社のＸ３年４月１日時（設立時）の貸借対照表は以下のようになる。 

 

 Ｚ社貸借対照表 

負債                    0 Ａ事業資産(Ｘ社)  180,000 

Ａ事業資産(Ｙ社)  200,000 
資本金             11,250 

資本準備金        288,750 

利益準備金      20,000 

剰余金             60,000 

 

(2) 新設会社（Ｚ）の連結財務諸表における会計処理 

 

（Ｚ社におけるＸ社Ａ事業受入処理のあるべき仕訳） 

売買処理法の場合、承継する会社の支配獲得日（Ｘ３年４月１日）におけるＸ社の

Ａ事業資産を公正な評価額で計上する。また、発行される株式の公正な評価額のうち、

資本金に組み入れられない部分は資本準備金として処理される。 
     
Ａ事業資産（Ｘ社） 

連結調整勘定（＊１） 

180,000 

20,000  

資本金（＊２） 

資本準備金（＊３） 

5,000 

195,000 
     

＊１ Ａ事業の公正な評価額200,000－Ａ事業資産の公正な評価額180,000＝20,000 

＊２  100株×50（額面金額）＝5,000 

＊３  Ａ事業の公正な評価額200,000－5,000＝195,000 

 

（個別財務諸表の修正仕訳） 

連結修正仕訳は個別財務諸表で認識しないＸ社Ａ事業の公正な評価額とＸ社Ａ事

業資産の公正な評価額との差額であるのれん20,000を追加的に認識する処理が必要

となる。 
     
連結調整勘定 20,000  資本準備金 20,000 
     

 

よって、Ｚ社のＸ３年４月１日の連結貸借対照表は以下のとおりとなる。 

 

 Ｚ社連結貸借対照表 

負債                    0 Ａ事業資産(Ｘ社)  180,000 

Ａ事業資産(Ｙ社)  200,000 

連結調整勘定    20,000 資本金             11,250 

資本準備金        308,750 

連結剰余金      80,000 

 

（注）Ｚ社には連結子会社があるものと仮定して、連結財務諸表を作成している

が、のれん以外のその他の会計処理は省略している。 

 

(3) 分割会社（Ｘ）の個別財務諸表における会計処理 

Ｘ社のＡ事業資産の移転には売買処理法が適用されるので、Ａ事業の公正な評価額と

Ａ事業資産の簿価との差額が営業移転損益として認識されることになる。また、その営

業移転損益に対応する剰余金から取り崩すことが必要となる。 
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剰余金（＊２） 

剰余金（＊３） 

利益準備金（＊３） 

資本準備金（＊３） 

資本金（＊３） 

80,000 

83,500 

12,500 

4,000 

20,000  

Ａ事業資産 

営業移転利益（＊１） 

120,000 

80,000 

     

＊１  Ａ事業の公正な評価額200,000－Ａ事業資産の簿価120,000＝80,000 

＊２  営業移転利益に対応する剰余金＝80,000 

＊３  設例では、Ｘ社の剰余金から優先的に取り崩しているが、商法は資本勘定のどの科

目を減少させるかは任意であり、実際は分割計画書に従うことになる。 

 

(4) 分割会社（Ｙ）の個別財務諸表における会計処理 

Ｙ社のＡ事業資産の移転には簿価引継法が適用されるので、Ａ事業資産を簿価で移転

し、移転する営業に係るものとして、比例的に資本勘定を取り崩す。（（ここでは説明

の便宜上Ｙ社の資本構成を比例的に取り崩しているが、実際は分割計画書に従うことに

なる。） 
     
資本金（＊1） 

資本準備金（＊２） 

利益準備金（＊３） 

剰余金（＊４） 

80,000 

40,000 

20,000 

60,000  

Ａ事業資産 200,000 

     

＊１ 比例資本金＝100,000×200,000／250,000＝80,000 

＊２ 比例資本準備金＝50,000×200,000／250,000＝40,000 

＊３ 比例利益準備金＝25,000×200,000／250,000＝20,000 

＊４ 比例剰余金＝75,000×200,000／250,000＝60,000 

 

(5) 分割会社（Ｘ）の株主（甲社）の個別財務諸表における会計処理 

Ｘ社の株主である甲社は、Ｘ社のＡ事業に対する支配を喪失し、株主レベルにおいて

もＸ社株式の売却があったと認められる。よって、Ｘ社株式の取得価額を公正な評価額

の比率に応じてＺ社株式の帳簿価額へ調整計算（付替計算）を行った後に、交付された

Ｚ社株式について公正な評価額で評価することにより、株主分割損益を認識する。 
     
Ｚ社株式（＊） 27,000  Ｘ社株式 27,000 
     

＊  調整計算後Ｚ社株式の帳簿価額＝Ｘ社株式取得価額30,000×Ａ事業資産の公正な評

価額180,000／（Ａ事業資産の公正な評価額180,000＋Ｂ事業資産の公正な評価額

20,000）＝27,000 

 
     
Ｚ社株式（＊１） 120,000 

 

Ｚ社株式（＊２） 

株主分割利益（＊３） 

27,000 

93,000 
     

＊１ Ｘ社Ａ事業の公正な評価額200,000×600株／（600株＋400株）＝120,000 

＊２ 上記Ｚ社株式の調整計算後の帳簿価額 

＊３ 120,000－27,000＝93,000 

 

(6) 分割会社（Ｙ）の株主（丙社）の個別財務諸表における会計処理 

簿価引継法が適用される場合には、Ｙ社株式のもともとの取得価額を、Ａ事業資産と

Ｃ事業資産の帳簿価額の比率に応じてＺ社株式の帳簿価額へ調整計算（付替計算）を行
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う。 
     
Ｚ社株式（＊） 120,000  Ｙ社株式 120,000 
     

＊  調整計算後Ｚ社株式の帳簿価額＝Ｙ社株式取得価額150,000×Ａ事業資産の帳簿価額

200,000／（Ａ事業資産の帳簿価額200,000＋Ｃ事業資産の帳簿価額50,000）＝120,000 

 

［設例６］ 逆取得（分社型）の会社分割の会計処理 

 

１．前提条件 

(1) Ｘ３年４月１日に、Ａ事業とＢ事業を営む３月決算のＸ社は、Ｃ事業を営む３月決算

のＹ社にＢ事業を移転し、Ｙ社が承継に伴い発行する新株200株の交付を受けるものと

する。 

(2) Ｘ３年４月１日現在におけるＸ社のＡ事業資産とＢ事業資産の公正な評価額はそれぞ

れ160,000、40,000、Ｙ社のＣ事業資産の公正な評価額は20,000である。 

また、株主丙の会社分割後に有する株式の公正な評価額は18,000である。 

(3) Ｘ３年４月１日現在のＸ社及びＹ社の個別貸借対照表は、次のとおりである。 

 

 Ｘ社貸借対照表 Ｙ社貸借対照表 

Ａ事業資産 120,000 負債 
0 

 

 
Ｃ事業資産 15,000 負債 0 

Ｂ事業資産 30,000 資本金 50,000    資本金 5,000 

  資本準備金 4,000    資本準備金 1,000 

  利益準備金 12,500    利益準備金 1,250 

  剰余金 83,500    剰余金 7,750 

 

(4) Ｘ３年４月１日現在のＸ社及びＹ社の株主構成とそれぞれの取得価額は、次のとおり

である。 

  Ｘ社 Ｙ社 

株主名 所有株式数 取得価額  株主名 所有株式数 取得価額 

甲社 600株 30,000  丙個人 100株 6,000 

乙個人 400株 24,000     

 

(5) 法定実効税率を40％とするが評価差額以外の税金は無視する。 

 

２．個別財務諸表における会計処理 

(1) 分割会社（Ｘ）の会計処理 
     
Ｙ社（子会社）株式 30,000  Ｂ事業資産 30,000 
     

 

(2) 承継会社（Ｙ）の会計処理 

Ｙ社は分割日（Ｘ３年４月１日）におけるＢ事業資産を帳簿価額で受け入れ記帳する。 
     
Ｂ事業資産 30,000 

 

資本金（＊１） 

資本準備金 （＊２） 

10,000 

20,000 
     

＊１  200株×50（額面金額）＝10,000 

＊２  30,000－10,000＝20,000 

 

(3) 分割会社（Ｘ）の株主の会計処理 
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分社型の場合、株主の会計処理は行わない。 

 

(4) 承継会社（Ｙ）の株主の会計処理 
     
（新）Ｙ社株式 18,000 

 

（旧）Ｙ社株式 

株主分割損益 

6,000 

12,000 
     

丙はＹ社の支配株主であったが、会社分割後のＹ社に対する支配を喪失している。し

たがって、Ｙ株式の所有を継続しているが、あたかも新たな株式を取得したと考え、株

主分割損益を認識する。 

 

３．Ｘ社の連結財務諸表における会計処理 

(1) Ｙ社の個別財務諸表の修正仕訳 

分割会社が取得会社と判定できる逆取得の場合であっても、個別財務諸表上は承継会

社の資産・負債は帳簿価額のまま据え置かれているため、連結財務諸表に重要な影響を

及ぼす場合には、公正な評価額に修正する。 
     
Ｃ事業資産 （＊２） 5,000 

 

繰延税金負債（＊３） 

評価差額 

2,000 

3,000 
     

＊１  評価差額の処理は全面時価評価法によっている。 

＊２  20,000－15,000＝5,000 

＊３  5,000×40％＝2,000 

 

(2) 投資と持分の消去仕訳 
     
資本金 

資本準備金 

利益準備金 

剰余金 

評価差額 

15,000 

21,000 

1,250 

7,750 

3,000  

少数株主持分（＊１） 

Ｙ社株式 

持分変動差額（＊２） 

16,000 

30,000 

2,000 

     

＊１  48,000（Ｙ社純資産）×100株／300株＝16,000 

＊２  Ｙ社純資産48,000×200株／300株－Ｙ社株式30,000＝2,000(当期の損益とするか、

直接連結剰余金に加減することができる。) 

Ｂ事業資産の含み益が原因で発生している。 

 

 

［設例７］ 逆取得（分割型）の会社分割の会計処理 

 

１．前提条件 

(1) Ｘ３年４月１日に、Ａ事業とＢ事業を営む３月決算のＸ社は、Ｃ事業を営む３月決算

のＹ社にＢ事業を移転し、Ｙ社は承継に伴いＸ社の株主に新株200株を交付する。 

(2) Ｘ３年４月１日現在におけるＸ社のＡ事業資産とＢ事業資産の公正な評価額はそれぞ

れ160,000、40,000、Ｙ社のＣ事業資産の公正な評価額は20,000である。 

また、株主丙の会社分割後に有する株式の公正な評価額は18,000である。 

(3) Ｘ３年４月１日現在のＸ社及びＹ社の個別貸借対照表は、次のとおりである。 
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 Ｘ社貸借対照表 Ｙ社貸借対照表 

Ａ事業資産 120,000 負債 
0 

 
 Ｃ事業用資産 15,000 負債 0 

Ｂ事業資産 30,000 資本金 50,000    資本金 5,000 

  資本準備金 4,000    資本準備金 1,000 

  利益準備金 12,500    利益準備金 1,250 

  剰余金 83,500    剰余金 7,750 

 

(4) Ｘ３年４月１日現在のＸ社及びＹ社の株主構成とそれぞれの取得価額は、次のとおり

である。 

  Ｘ社 Ｙ社 

株主名 所有株式数 取得価額  株主名 所有株式数 取得価額 

甲社 600株 30,000  丙個人 100株 6,000 

乙個人 400株 24,000     

 

(5) 法定実効税率を40％とするが評価差額以外の税金は無視する。 

 

２．個別財務諸表における会計処理 

(1) 分割会社（Ｘ）の会計処理 
     
資本金 

資本準備金 

利益準備金 

剰余金 

10,000 

800 

2,500 

16,700  

Ｂ事業資産 30,000 

     

Ｘ社の資本の部は移転したＢ事業資産の帳簿価額と総資産の比率で按分した金額を

減額している。（ここでは説明の便宜上Ｘ社の資本構成を比例的に取り崩しているが、

実際は分割契約書に従うことになる。） 

 

(2) 承継会社（Ｙ）の会計処理 

Ｙ社は分割日（Ｘ３年４月１日）におけるＢ事業資産を帳簿価額で受け入れ記帳する。 
     
Ｂ事業資産 30,000 

 

資本金（＊１） 

資本準備金 （＊３） 

利益準備金（＊２） 

剰余金（＊２） 

10,000 

800 

2,500 

16,700 
     

＊１  200株×50（額面金額）＝10,000 

＊２  分割会社で減額される利益準備金、剰余金を引き継ぐものとする。 

＊３  30,000－（10,000＋2,500＋16,700）＝800 

 

(3) 分割会社（Ｘ）の株主の会計処理 

Ｘ社の分割前の取得価額を、帳簿価額の比率（120,000：30,000＝4：1）によりＹ社

株式の帳簿価額へ調整計算（付替計算）を行う。 

 

甲社の会計処理 
     
Ｙ社株式 6,000  Ｘ社株式 6,000 
     

30,000×30,000／(120,000＋30,000)＝6,000 
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乙個人の会計処理 
     
Ｙ社株式 4,800  Ｘ社株式 4,800 
     

24,000×30,000／(120,000＋30,000) ＝4,800 

 

(4) 承継会社（Ｙ）の株主（丙）の会計処理 
     
（新）Ｙ社株式 18,000 

 

（旧）Ｙ社株式 

株主分割損益 

6,000 

12,000 
     

丙はＹ社の支配株主であったが、会社分割後のＹ社に対する支配を喪失している。 

したがって、Ｙ株式の所有を継続しているが、あたかも新たな株式を取得したと考え、

株主分割損益を認識する。 

 

３．Ｘ社の連結財務諸表における会計処理 

Ｙ社はＸ社の連結子会社に該当しない。 

 

 

［設例８］ のれんの会計処理 

 

１．前提条件 

(1) Ｘ３年４月１日に、Ａ事業及びＢ事業を営む３月決算のＸ社とＡ事業及びＣ事業を営

む３月決算のＹ社とが共同新設分割し、新設のＺ社にＡ事業を移転し、Ｚ社が分割に伴

い発行する新株225株はＸ社株主及びＹ社株主に交付することとする。また、両社のＡ

事業について、「取得」と「持分の結合」の判定テストを実施したところ、Ｙ社株主が

Ｘ社のＡ事業を取得したと判定され、Ｚ社によるＸ社のＡ事業の受入処理に売買処理法

が適用されることとなった。なお、承継会社は剰余金を引き継がないものとする。また、

法人税等は無視するものとする。 

(2) Ｘ社のＡ事業資産とＢ事業資産の公正な評価額は、Ｘ３年４月１日現在でそれぞれ

180,000、20,000である。 

(3) Ｘ社のＸ３年４月１日現在の個別貸借対照表は、次のとおりである。 

 

 Ｘ社貸借対照表 

負債                  0 Ａ事業資産      120,000 

Ｂ事業資産       30,000 
資本金           50,000 

資本準備金        4,000 

利益準備金       12,500 

剰余金           83,500 

 

(4) Ｘ社Ａ事業のＸ３年４月１日現在の公正な評価額は200,000であり、Ｘ社株主には100

株が割り当てられたとする。 

 

２．会計処理 

(1) 新設会社（Ｚ）の個別財務諸表における会計処理 

売買処理法の場合、承継する会社の支配獲得日（Ｘ３年４月１日）におけるＡ事業資

産を公正な評価額で計上する。 
     
Ａ事業資産 180,000 

 

資本金（＊１） 

資本準備金（＊２） 

5,000 

175,000 
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＊１  100株×50（額面金額）＝5,000 

＊２  180,000－5,000＝175,000（ただし、商法上は剰余金を引き継ぐことも可能である。） 

Ａ事業の公正な評価額である200,000とＡ事業資産の公正な評価額である180,000と

の差額であるのれんについては、新設分割の際には商法上認識しないことになっている

ので、個別財務諸表上は計上しない。 

 

(2) 新設会社（Ｚ）の連結財務諸表における会計処理 

売買処理法の場合、承継する会社の支配獲得日（Ｘ３年４月１日）におけるＡ事業資

産を公正な評価額で計上する。また、発行される株式の公正な評価額のうち、資本金に

組み入れられない部分は資本準備金として処理する。 
     
Ａ事業資産 

連結調整勘定（＊１） 

180,000 

20,000  

資本金（＊２） 

資本準備金（＊３） 

5,000 

195,000 
     

＊１  Ａ事業の公正な評価額200,000－Ａ事業資産の公正な評価額180,000＝20,000 

＊２  100株×50（額面金額）＝5,000 

＊３  Ａ事業の公正な評価額200,000－5,000＝195,000 

 

よって、連結修正仕訳は個別財務諸表で認識しないＡ事業の公正な評価額とＡ事業資産

の公正な評価額との差額であるのれん20,000を追加的に認識する処理となる。 
     
連結調整勘定 20,000  資本準備金 20,000 
     

 

 

［設例９］ 負ののれんの会計処理 

 

１．前提条件 

(1) Ｘ３年４月１日に、Ａ事業及びＢ事業を営む３月決算のＸ社とＢ事業及びＣ事業を営

む３月決算のＹ社とが共同新設分割し、新設のＺ社にＢ事業を移転し、Ｚ社が分割に伴

い発行する新株500株はＸ社株主及びＹ社株主に割り当てることとする。また、両社の

Ｂ事業について、「取得」と「持分の結合」の判定テストを実施したところ、Ｙ社株主

がＸ社のＢ事業を取得したと判定され、Ｚ社によるＸ社のＢ事業の受入処理に売買処理

法が適用されることとなった。なお、承継会社は剰余金を引き継がないものとする。ま

た、法人税等は無視するものとする。 

(2) Ｘ社のＡ事業資産とＢ事業資産の公正な評価額は、Ｘ３年４月１日現在でそれぞれ

180,000、40,000である。 

(3) Ｘ社のＸ３年４月１日現在の個別貸借対照表は、次のとおりである。 

 

 Ｘ社貸借対照表 

負債                  0 Ａ事業資産      120,000 

Ｂ事業資産       30,000 
資本金           50,000 

資本準備金        4,000 

利益準備金       12,500 

剰余金           83,500 

 

(4) Ｘ社Ｂ事業のＸ３年４月１日現在の公正な評価額は20,000であり、Ｘ社株主には100

株割り当てられたとする。 

 



- 62 - 

２．会計処理 

(1) 新設会社（Ｚ）の個別財務諸表における会計処理 

売買処理法の場合、承継する会社の支配獲得日（Ｘ３年４月１日）におけるＢ事業資

産を公正な評価額で計上する。 

 
     
Ｂ事業資産 40,000 

 

資本金（＊１） 

資本準備金（＊２） 

5,000 

35,000 
     

＊１  100株×50（額面金額）＝5,000 

＊２  40,000－5,000＝35,000（ただし、商法上は剰余金を引き継ぐことも可能である。） 

Ｂ事業の公正な評価額である20,000とＢ事業資産の公正な評価額である40,000との

差額である負ののれんについては、商法上は資本準備金に含めて処理することになる。 

 

(2) 新設会社（Ｚ）の連結財務諸表における会計処理 

売買処理法の場合、承継する会社の支配獲得日（Ｘ３年４月１日）におけるＢ事業資

産を公正な評価額で計上する。また、発行される株式の公正な評価額のうち、資本金に

組み入れられない部分は資本準備金として処理する。 
     
Ｂ事業資産 40,000 

 

資本金（＊１） 

資本準備金（＊２） 

連結調整勘定（＊３） 

5,000 

15,000 

20,000 
     

＊１  100株×50（額面金額）＝5,000 

＊２  Ｂ事業の公正な評価額20,000－5,000＝15,000 

＊３ Ｂ事業資産の公正な評価額40,000－Ｂ事業の公正な評価額20,000＝20,000 

 

よって、連結修正仕訳は個別財務諸表で認識しない負ののれんを資本準備金から振り替

える処理となる。 
     
資本準備金 20,000  連結調整勘定 20,000 
     

 

 

［設例10］ 会社分割に係る税効果会計 

 

１．前提条件 

(1) Ｘ社貸借対照表のうち仮決算により移転する営業に係るものと区分された金額は次

のとおりである。ただし、会社分割によって生じる一時差異は除く。 

 

Ｘ社貸借対照表（分割前） 

諸負債 300 諸資産 1,000 

繰延税金資産 80 

 

資本金 400 

資本準備金 100 

利益剰余金 280 

 

(2) 移転資産の税務上の簿価1,200、会計上の簿価1,000、負債に会計上と税務上の差異は

ない。諸資産の時価は1,400である。 

(3) 分割会社及び承継会社の税効果の認識は、税効果会計基準に従って、それぞれの会社

の将来のスケジューリングができる。 

(4) 会計上と税務上の１日のずれを調整する処理を示すため、会計上は、分割日に営業の
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移転に関する取引を認識する方法による。 

 

２． 会計処理 

(1) 会計：簿価引継法、税務：適格型のケース 

① 分社型の場合 

分社型の場合において税務上適格型となる会社分割の場合は、移転する資産・負債に

係る一時差異は承継会社に資産・負債とともに移転するので、繰延税金資産・負債は移

転価額及び承継会社株式の取得価額を構成するものとして会計処理を行う。 

分割会社における分割前の資産・負債に係る一時差異は、承継会社株式に引き継がれ

るため、当該株式を売却する意思がある場合には、分割後に到来する最初の決算時に税

効果を認識する。 

承継会社は、分割会社の仮決算において計上された繰延税金資産・負債をそのまま引

き継ぎ、当該繰延税金資産の回収可能性の評価は、分割後に到来する最初の決算時に行

う。 

② 分割型の場合 

分割型の場合においては、分割会社は承継会社株式を取得しないので、承継会社株式

の税効果を考慮する必要はなく、純資産（繰延税金資産・負債を含む。）の減少に伴い、

分割契約書等に基づき資本の部を取り崩す。承継会社は商法の規定に従って、分割会社

の留保利益を引き継ぐことができる。分割会社の移転する資産・負債に係る一時差異は

会社分割により承継会社に承継され、分割会社には残らない。 

 

＜会計処理＞ 

① 分社型の場合 

分割会社（X）  承継会社（Y） 

・諸資産1,000は税務上の簿価1,200とと

もに承継会社に移転するため、諸資産

に付随する繰延税金資産80は諸資産

とともに承継会社に移転する。 

・Ｙ社株式の税務上の簿価は、移転した

資産・負債の税務上の簿価（差額）900

が引き継がれる。 

 

 ・承継する資産は、税務上の一時差異と

ともに承継会社が承継するため、承継

時に会計上の資産・負債と税務上の資

産・負債の帳簿価額を承継し、その差

額である一時差異について、分割会社

の仮決算において計上された繰延税

金資産・負債をそのまま引き継ぐ。当

該繰延税金資産の回収可能性の評価

は、分割後に到来する最初の決算時に

行う。 
（4月1日）    (4月1日)  (4月1日) 

諸負債 300 

Ｙ社株式 780 

 

 諸資産 1,000 

繰延税金資産 80 

 

 諸資産 1,000 

繰延税金資産 80 

 

 諸負債 300 

資本金 400 

資本準備金 380 
       

 

② 分割型の場合 

分割会社（X）  承継会社（Y） 

・移転原価に相当する額につき資本の部

を減少させる。 

・移転する資産・負債に係る一時差異は

承継会社に承継され、分割会社には残

らない。 

 ・分割会社の留保利益を引き継ぐことが

できる 

（4月1日）    (4月1日)  (4月1日) 
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諸負債 300 

資本金 400 

資本準備金 100 

利益剰余金 280 

 諸資産 1,000 

繰延税金資産 80 

 

 諸資産 1,000 

繰延税金資産 80 

 

 諸負債 300 

資本金 400 

資本準備金 100 

利益剰余金 280 
       

 

移転原価・移転価額、取得価額・取得の対価及び税効果の計算 

会計（仮決算）  会計 

１ 移転する資産・負債の移転

原価（繰延税金を除く。） 

 (1,000-300) 

700 １ 取得した資産・負債の取得

価額（繰延税金を除く。）    

(1,000-300) 

700 

２ 繰延税金資産(8) 80 ２ 繰延税金資産(8) 80 

３ 移転原価(1+2) 780 ３ 取得価額・資本の発行限度額

(1+2) 

780 

４ 移転価額（Ｙ社株式帳簿価

額） 

780 ４ 取得の対価 780 

５ 営業移転損益(4-3) 0 

 

５ 差額のれん(4-3) 0 

  

税務 税務 

６ 移転する資産･負債の移転

原価（Ｙ社株式帳簿価額） 

（1,200－300） 

900 ６ 取得した資産・負債の取得価

額（1,200-300） 

 

900 

７ 移転する営業に係る一時

差異（仮決算）(6-1) 

200 ７ 受け入れた資産・負債に係る

一時差異 (6-1) 

200 

８ 移転する営業に係る繰延

税金資産 

80 ８ 承継した営業に係る繰延税

金資産 

80 

９ 承継会社株式に係る一時

差異(6-4) 

120    

10 承継会社株式に係る繰延

税金資産 

48 

 

   

 

 (2) 会計：簿価引継法、税務：非適格型のケース 

  ① 分社型の場合 

 分社型分割の場合において税務上非適格型となる会社分割の場合は、分割以前から

存在する一時差異は税務上の売却（税務上の譲渡日は、分割日の前日）により解消す

るが、分割によって生じる一時差異は、承継会社に引き継がれるため、分割会社にお

いて分割日に繰延税金資産160を認識する。承継会社は、会社分割によって生じる一時

差異について、税効果会計基準に従って繰延税金資産を計上する。当該繰延税金資産

の回収可能性の評価は、分割後に到来する最初の事業年度に行う。 

② 分割型の場合 

譲渡損益が認識される非適格会社分割の場合は、税務上、分割日の前日に分割によ

る資産等の移転が認識される。一方、会計上、分割日に営業の移転に関する取引を認

識する場合には、分割日の前日に譲渡損益に対応する未収税金又は未払税金を計上す

るとともに、会計上と税務上の１日のずれを調整するため、繰延税金負債又は繰延税

金資産を計上する。 

分割型の場合においては、分割会社は純資産の減少に伴い、分割契約書等に基づき

資本の部を取り崩す。承継会社は商法の規定に従って、分割会社の留保利益を引き継

ぐことができる。 
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＜会計処理＞ 

（ア） 未払税金を承継会社に引き継がない場合 

  ① 分社型の場合 

分割会社（X）  承継会社（Y） 

・分割前資産に係る一時差異は、移転す

る資産に付随して移転できない（非適

格）ため消滅する。 

・交付されたＹ社株式の取得価額は、移

転する資産・負債の価額であるため

860であるが、Ｙ社株式の税務上の価

額は1,100である。 

 ・受入資産・負債は、会計上簿価引継法

であるため、分割会社の帳簿価額（資

産1,000、負債300）で引き継ぐ。 

・税務上は売買処理となるため、受入資

産の価額は1,400である。この会計上

の帳簿価額1,000と税務上の取得価額

1,400の一時差異について、承継会社

で税効果会計基準に従って繰延税金

資産160を計上する。当該繰延税金資

産の回収可能性の評価は、分割後に到

来する最初の決算時に行う。 

・承継時に繰延税金資産160を計上する

ため、資本の発行限度は860となる。 
（4月1日）    （4月1日）   

法人税等調整額 80 

法人税等 80 

繰延税金資産 160 

諸負債 300 

Ｙ社株式 860 

 繰延税金資産 80 

未払税金 80 

法人税等調整額 160 

諸資産 1,000 

繰延税金資産 160 

 諸資産 1,000 

繰延税金資産 160 

  

 諸負債 300 

資本金 400 

資本準備金 460 

       

 

 ② 分割型の場合 

分割会社（X）  承継会社（Y） 

・税務上は売買処理となるため、税務上

の簿価1,200の資産を1,400で売却し

たものとして譲渡益200に対して分割

日の前日に分割会社で未払税金80が

生じる。会計上と税務上の１日のずれ

を調整するため、繰延税金資産160を

計上する。 

 ・承継時に繰延税金資産160を計上する

ため、資本の発行限度は860となる。 

・分割会社の留保利益を引き継ぐことが

できる。 

(3月31日)       

法人税等調整額 80 

法人税等 80 

繰延税金資産 160 

 繰延税金資産 80 

未払税金 80 

法人税等調整額 160 

  

 

 

  

 

 

(4月1日)    (4月1日）   

諸負債 300 

資本金 400 

資本準備金 100 

利益剰余金 360 

 諸資産 1,000 

繰延税金資産 160 

 諸資産 1,000 

繰延税金資産 160 

  

  

 諸負債 300 

資本金 400 

資本準備金 100 

利益剰余金 360 
       

 

移転原価・移転価額、取得価額・取得の対価及び税効果の計算 

会計（仮決算） 会計 

１ 移転する資産・負債の移転

原価（繰延税金を除く。） 

(1,000-300) 

700 １ 取得した資産・負債の取得

価額（繰延税金を除く。）    

(1,000-300) 

700 

２ 繰延税金資産(8) 160 

 

２ 繰延税金資産(8)   160 
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３ 移転原価(1+2) 860 ３ 取得価額・資本の発行限度

額(1+2) 

860 

４ 移転価額（Ｙ社株式帳簿価

額） 

860 ４ 取得の対価 860 

５ 営業移転損益(4-3) 0 ５ 差額のれん(4-3) 0 

  

税務 税務 

６ 移転する資産･負債の移転

価額（Ｙ社株式帳簿価額） 

（1,400－300） 

1,100 ６ 取得した資産・負債の取得

価額（1,400-300） 

1,100 

７ 移転する営業に係る一時差

異（仮決算）(6-1) 

400 ７ 受け入れた資産・負債に係

る一時差異 (6-1) 

400 

８ 移転する営業に係る繰延税

金資産 

160 ８ 承継した営業に係る繰延税

金資産 

160 

９ 承継会社株式に係る一時差

異(6-4) 

240    

10 承継会社株式に係る繰延税

金資産 

  96 

 

   

 

＜会計処理＞ 

（イ） 未払税金を承継会社に引き継ぐ場合 

 ① 分社型の場合 

分割会社（X）  承継会社（Y） 

・交付されたＹ社株式の取得価額は、移

転する資産・負債の価額であるが、未

払税金を承継会社に引き継ぐ場合は

780となる。Ｙ社株式の税務上の価額

は1,020となる。 

 ・承継時に未払税金80を引き継いだ場

合は、資本の発行限度額は780とな

る。 

 

(4月1日）    (4月1日）   

法人税等調整額 80 

法人税等 80 

繰延税金資産 160 

諸負債 300 

未収(税)金 80 

Ｙ社株式 780 

 繰延税金資産 80 

未払税金 80 

法人税等調整額 160 

諸資産 1,000 

繰延税金資産 160 

 諸資産 1,000 

繰延税金資産 160 

  

 諸負債 300 

未払(税)金 80 

資本金 400 

資本準備金 380 

       

 

② 分割型の場合 

分割会社（X）  承継会社（Y） 

・承継会社に引き継いだ未払税金につい

て未収税金を計上する。 

 ・承継時に未払税金80を引き継いだ場合

は、資本の発行限度額は780となる。 
(3月31日)       

法人税等調整額 80 

法人税等 80 

繰延税金資産 160 

 繰延税金資産 80 

未払税金 80 

法人税等調整額 160 

  

 

 

  

 

 

(4月1日)    （4月1日）   
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諸負債 300 

未収(税)金 80 

資本金 400 

資本準備金 100 

利益剰余金 280 

 諸資産 1,000 

繰延税金資産 160 

 諸資産 1,000 

繰延税金資産 160 

  

  

 諸負債 300 

未払(税)金 80 

資本金 400 

資本準備金 100 

利益剰余金 280 
       

 

移転原価・移転価額、取得価額・取得の対価及び税効果の計算 

会計（仮決算）  会計 

１ 移転する資産・負債の移転

原価（繰延税金を除く。）    

(1,000-300-80) 

620 １ 取得した資産・負債の取得

価額（繰延税金を除く。）       

(1,000-300-80) 

620 

２ 繰延税金資産(8) 160 ２ 繰延税金資産(8)   160 

３ 移転原価(1+2) 780 ３ 取得価額・資本の発行限度

額 

(1+2) 

780 

４ 移転価額（Ｙ社株式帳簿価

額） 

780 ４ 取得の対価 780 

５ 営業移転損益(4-3) 0 

 

５ 差額のれん(4-3) 0 

  

税務 税務 

６ 移転する資産・負債の移転

原価（Ｙ社株式帳簿価額） 

(1,400－300－80) 

1,020 ６ 取得した資産・負債の取得

価額(1,400－300) 

1,020 

７ 移転する営業に係る一時差

異（仮決算）(6-1) 

400 ７ 受入資産・負債に係る一時

差異(6-1) 

400 

８ 移転する営業に係る繰延税

金資産 

160 ８ 受入資産・負債に係る繰延

税金資産 

160 

９ 承継会社株式に係る一時差

異(6-4) 

240    

10 承継会社株式に係る繰延税

金資産 

96 

 

   

 

(3)  会計：売買処理法、税務：適格型のケース 

① 分社型の場合 

分社型分割の場合において会計上売買処理法となる場合は、移転する資産・負債の一

時差異は移転する資産に付随して売買処理されるため解消する。交付された承継会社株

式の会計上の取得価額（移転価額）は、承継会社株式の時価となる。ただし、設例上は、

承継会社株式の時価と移転純資産の時価とが一致するものとしている。分割会社は移転

価額と移転原価との差額について営業移転損益を計上する。承継会社は、売買処理法の

場合、承継時に取得した資産・負債の取得価額と税務上の帳簿価額との差額である一時

差異について税効果会計基準に従って繰延税金資産・負債を認識する。 

② 分割型の場合 

分割型の場合は、営業移転利益に対応する利益剰余金を取り崩す必要がある。当該営

業移転利益は商法上の留保したる利益に該当しないと解されているので、承継会社に利

益剰余金として引き継ぐことはできない。 

 

＜会計処理＞ 

 ① 分社型の場合 

分割会社（X）  承継会社（Y） 



- 68 - 

・交付されたＹ社株式の会計上の取得価

額（移転価額）は、承継会社株式の時

価1,020であり、分割により移転した

純資産時価と同額である。会計上は売

買処理法のため、移転価額と移転原価

の差400を営業移転利益に計上する。 

・分割日に移転する資産・負債の一時差

異に係る繰延税金負債160を認識する

と同時に消滅の認識をする。 

 ・分割により承継する資産は会計上売買

処理法のため1,400であり、税務上は

簿価取引であるため承継する資産に

係る帳簿価額1,200を承継する。 

・取得した資産1,400と税務上の帳簿価

額1,200の一時差異について受入時に

繰延税金負債80を認識する。このため

資本の発行限度は1,020となる。 

 

（4月1日）    （4月1日）   

法人税等調整額 160 

諸負債 300 

Ｙ社株式 1,020 

繰延税金負債 160 

 繰延税金資産 80 

繰延税金負債 160 

諸資産 1,000 

営業移転利益 400 

 諸資産 1,400 

 

  

  

 繰延税金負債 80 

諸負債 300 

資本金 400 

資本準備金 620 
       

（注）資本の発行限度額は、売買処理法の結果、移転する営業の帳簿純資産780に比べて、

会計上認識された営業移転利益400から当該営業移転利益に係る法人税等調整額160を

控除した純額240だけ増加する。 

 

 ② 分割型の場合 

分割会社（X）  承継会社（Y） 

・営業移転利益に対応する法人税等調整

額を計上し、残額について利益剰余金

を取り崩す。 

 ・営業移転利益は商法上留保した利益に

該当しないと解されるので、利益剰余

金として引き継ぐことはできない 
（4月1日）    （4月1日）   

諸負債 300 

繰延税金負債 160 

資本金 400 

資本準備金 100 

利益剰余金 280 

法人税等調整額 160 
利益剰余金「営業 

 移転利益」 240 

 諸資産 1,000 

営業移転利益 400 

繰延税金負債 160 

繰延税金資産 80 

 

 諸資産 1,400 

 

  

  

 繰延税金負債 80 

諸負債 300 

資本金 400 

資本準備金 340 

利益剰余金 280 

       

（注）資本の発行限度額は、売買処理法の結果、移転する営業の帳簿純資産780に比べて、

会計上認識された営業移転利益400から当該営業移転利益に係る法人税等調整額160を

控除した純額240だけ増加する。 

 

移転原価・移転価額、取得価額・取得の対価及び税効果の計算 

会計（仮決算） 会計 

１ 移転する資産・負債の移転

原価（繰延税金を除く。） 

(1,000-300) 

700 １ 取得した資産・負債の取得

価額（繰延税金を除く。）    

(1,400-300) 

1,100 

２ 繰延税金負債(8) △80 ２ 繰延税金負債 △80 

３ 移転原価(1+2) 620 ３ 取得価額・資本の発行限度

額 

1,020 

４ 移転価額(Ｙ社株式帳簿価

額) (1,400-300-80) 

1,020 ４ 取得の対価 1,020 

５ 営業移転損益(4-3) 400 ５ 差額のれん(4-3) 0 

  

税務 

 

税務 
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６ 移転する資産・負債の移転

原価（Ｙ社株式帳簿価額） 

(1,200－300) 

900 

 

 

６ 取得した資産・負債の取得

価額(1,200-300) 

900 

 

 

７ 移転する営業に係る一時差

異（仮決算）(6-1) 

200 ７ 受入資産・負債に係る一時

差異（6-1） 

200 

８ 移転する営業に係る繰延税

金負債 

△80 ８ 受入資産・負債に係る繰延

税金負債 

△80 

９ 承継会社株式に係る一時差

異(6-4) 

120    

10 承継会社株式に係る繰延税

金負債㈱ 

△48 

 

   

 

 

 

以  上 


